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藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

は
じ
め
に

地
域
社
会
の
人
々
が
、
い
か
な
る
統
治
政
策
環
境
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
「
く
ら
し
」
を
実
現
し
て
い
る
の
か
。
か
か
る
通
時
的
な

問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
近
世
（
江
戸
時
代
）
の
「
藩
領
社
会
」
を
舞
台
に
、
具
体
的
な
様
相
を
探
り
た
い
。

藩
領
社
会
と
は
、
藩
の
統
合
組
織
と
し
て
の
権
力
シ
ス
テ
ム
と
統
治
対
象
と
し
て
の
領
域
社
会
を
総
合
化
し
、
藩
政
と
地
域
を
統
一

的
に
み
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
考
え
て
い
る
（
１
）。
研
究
史
的
に
は
、
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
構
造
』
岩
田
書
院
、
二
○
○

○
年
で
提
示
さ
れ
た
「
藩
世
界
」
論
に
触
発
さ
れ
た
見
方
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
後
、
領
主
と
地
域
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
核
心
的
な
テ
ー

マ
を
強
く
意
識
し
た
「
藩
地
域
」
論
の
立
場
か
ら
様
々
な
観
点
か
ら
の
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
が
（
２
）、
概
し
て
藩
政
や
支
配
機
構
な
ど
領

主
側
の
統
治
組
織
と
そ
れ
を
実
現
す
る
地
域
社
会
の
分
析
、
と
い
う
動
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
が
指
摘
で
き
よ
う
か
。
か
か
る
視
角

の
重
要
性
を
認
識
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
領
主
側
が
文
字
通
り
「
藩
領
社
会
」
把
握
の
た
め
に
作
成
し
た
記
録
を
軸
に
、
地
域
の
人
々

の
構
成
と
彼
ら
の
民
俗
慣
行
な
ど
も
含
め
た
く
ら
し
の
あ
り
方
に
つ
い
て
あ
ぶ
り
出
し
、
領
民
の
武
士
・
領
主
層
に
対
す
る
認
識
や
社

会
秩
序
観
の
考
察
へ
つ
な
げ
た
い
。

藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

―
大
村
藩
『
郷
村
記
』
の
分
析
を
中
心
に
―高

野

信

治
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藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

一
、
藩
領
社
会
の
記
録
化

そ
の
記
録
と
は
、
九
州
北
西
部
の
旧
族
居
付
大
名
・
大
村
氏
が
作
成
し
た
『
郷
村
記
（
３
）』
で
あ
る
。
領
主
側
の
作
成
と
い
う
史
料
的
な

制
約
を
考
慮
し
て
も
、
大
名
領
主
層
自
ら
が
知
り
た
が
っ
て
い
た
地
域
社
会
や
領
民
の
く
ら
し
の
様
子
を
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
も
そ
も

大
名
側
が
編
纂
し
た
記
録
に
よ
り
、
な
ぜ
地
域
の
様
子
を
窺
え
る
の
か
、
ま
ず
そ
の
背
景
を
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
郷
村
記
』
は
全
領
を
調
査
対
象
に
し
た
詳
細
な
記
録
で
あ
り
、
中
国
地
方
の
大
名
毛
利
氏
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』（
翻
刻
と
し
て

は
山
口
文
書
館
編
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
）
に
匹
敵
す
る
と
い
え
る
。
毛
利
・
大
村
両
氏
い
ず
れ
も
戦
国
期
に
所
領
を
拡
大
し
て
戦

国
大
名
化
し
、
近
世
大
名
と
し
て
定
着
し
た
も
の
の
、
毛
利
氏
は
関
ヶ
原
合
戦
後
に
大
幅
に
領
知
を
削
減
さ
れ
、
大
村
氏
も
隣
接
諸
大

名
と
の
抗
争
や
長
崎
の
豊
臣
政
権
直
轄
化
な
ど
で
、
と
も
に
所
領
運
営
に
苦
慮
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
が
徳
川
系
の
大
名
（
三

家
・
家
門
な
ど
）
や
外
様
系
の
大
名
に
も
稀
な
所
領
調
査
と
そ
の
詳
細
な
記
録
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
と
い
え
、
記
録
編
纂
の
姿
勢
に

は
、
拝
領
地
と
い
う
本
質
を
持
ち
つ
つ
も
自
領
意
識
が
窺
え
る
（
４
）。

大
村
藩
を
含
め
、
全
て
の
大
名
の
所
領
（
藩
）
は
、
大
名
独
自
の
領
知
で
は
な
く
、
将
軍
か
ら
与
え
ら
れ
る
所
領
（
拝
領
地
）
で
あ

る
。
し
か
し
、
各
村
単
位
で
記
さ
れ
る
『
郷
村
記
』
に
は
、
各
村
の
本
来
（
中
世
期
）
の
領
主
が
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
い
つ
頃
ど

の
よ
う
に
大
村
領
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
歴
史
が
記
さ
れ
、
古
蹟
や
伝
承
、
民
俗
な
ど
ま
で
に
及
ぶ
。
地
方
（
藩
）
統
治
の
役
人
と
は

異
質
は
立
場
か
ら
、
大
村
氏
は
『
郷
村
記
』
を
編
纂
し
た
と
み
て
よ
い
。『
郷
村
記
』
と
い
う
名
称
に
は
そ
の
よ
う
な
同
氏
の
認
識
が
ス

ト
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

大
村
氏
は
朱
印
高
二
万
七
九
七
三
石
と
小
藩
大
名
で
あ
り
、
毛
利
氏
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』（
三
九
五
冊
）
に
比
べ
る
と
小
規
模

（
七
九
冊
）
で
あ
る
。
し
か
し
『
注
進
案
』
が
江
戸
時
代
も
終
わ
り
に
近
い
天
保
期
編
纂
な
の
に
対
し
、『
郷
村
記
』
編
纂
は
す
で
に
延

宝
九
年
に
四
代
純
長
の
命
で
始
ま
り
、
安
田
長
恒
が
編
纂
を
担
当
し
天
和
三
年
に
一
応
の
完
成
を
み
た
。
し
か
し
、
内
容
の
漏
れ
や
誤
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藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

り
も
多
く
、
元
禄
二
年
に
二
回
目
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
編
集
担
当
者
（
村
部
長
英
）
の
死
亡
で
未
完
成
に
終
わ
る
。
そ
の
後
、

五
代
純
尹
（
藩
主
在
位
宝
永
三
～
正
徳
二
）、
六
代
純
庸
（
正
徳
二
～
享
保
一
二
年
）
の
時
、
そ
れ
ぞ
れ
校
修
の
命
が
あ
っ
た
が
完
成
せ

ず
、
そ
の
後
一
○
○
年
余
経
過
し
た
天
保
六
年
、
一
○
代
純
昌
は
『
郷
村
記
』
継
纂
を
意
図
し
て
陣
容
を
整
え
、
一
二
代
純
熈
（
す
み

ひ
ろ
）
の
安
政
三
年
に
最
終
編
纂
に
着
手
、
領
内
各
地
を
踏
査
し
七
年
の
歳
月
を
経
て
文
久
二
年
に
完
成
し
た
。『
郷
村
記
』
の
編
纂
開

始
は
『
注
進
案
』
に
比
べ
か
な
り
早
か
っ
た
が
、
一
度
完
成
し
た
記
録
は
遺
漏
誤
謬
が
多
く
改
訂
が
必
要
で
、
結
局
、
事
実
上
完
結
し

た
の
は
、
最
初
の
編
集
時
期
か
ら
実
に
一
八
○
年
後
で
あ
っ
た
。
し
か
し
困
難
な
事
業
な
が
ら
、
必
要
と
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
改

訂
版
も
実
現
し
、
そ
こ
に
大
村
氏
の
執
念
が
看
取
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
完
結
し
た
改
訂
版
の
凡
例
（『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
二
頁
）
に

は
「
此
書
ハ
、
天
和
年
間
安
田
與
惣
左
衛
門
長
恒　

純
長
公
ノ
命
ヲ
蒙
テ
撰
ク
ト
コ
ロ
ノ
郷
村
記
ニ
因
ル
テ
之
ヲ
修
ム
」
と
す
る
。

大
村
藩
領
は
山
が
ち
で
平
野
に
は
恵
ま
れ
な
い
。
ま
た
所
領
内
の
中
心
部
に
大
村
湾
を
抱
え
所
領
西
側
（
西
彼
杵
半
島
）
の
周
縁
も

海
と
い
う
と
い
う
特
性
に
鑑
み
、
浦
・
海
や
船
を
視
野
に
領
内
の
産
物
や
流
通
の
実
態
を
把
握
し
、
か
つ
歴
史
・
古
蹟
な
ど
の
所
領
の

来
歴
も
取
り
込
み
記
録
化
し
た
（
５
）。
調
査
項
目
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
毛
利
長
州
藩
『
注
進

案
』
と
同
様
、
自
領
に
つ
い
て
そ
の
最
小
単
位
で
あ
る
村
・
浦
レ
ベ
ル
で
の
い
わ
ば
地
理
歴
史
の
掌
握
を
目
指
し
、「
此
書
ハ
、
国
郡
・

郷
村
・
地
理
ノ
難
易
・
広
狭
、
四
方
ノ
境
界
、
道
路
ノ
遠
近
、
山
川
・
原
野
・
島
嶼
・
海
浦
ノ
形
状
、
土
地
ノ
肥
磽
、
田
畠
・
石
高
・

租
税
ノ
多
寡
、
神
社
・
仏
閣
ノ
縁
起
、
名
所
・
旧
蹟
ノ
由
来
、
貢
賦
ノ
事
実
、
人
・
竈
・
船
・
牛
・
馬
・
池
・
堤
ノ
員
数
、
其
余
樹
木
・

海
草
ノ
類
、
総
シ
テ
其
一
箇
村
中
ニ
有
ル
程
ノ
事
ハ
、
聊
モ
漏
ラ
サ
ス
之
ヲ
載
ス
」（
先
掲
凡
例
。『
郷
村
記
』
第
一
巻
、
三
頁
）
と
さ

れ
た
。
村
に
関
わ
る
こ
と
は
最
大
漏
ら
さ
ず
記
す
わ
け
だ
。

藩
校
・
五
教
館
の
助
教
・
松
林
漸
敬
が
文
久
二
年
完
結
の
『
郷
村
記
』
に
記
し
た
「
序
」（
前
掲
書
、
一
～
二
頁
）
に
は
、
以
上
述
べ

た
よ
う
な
歴
代
当
主
（
藩
主
）
が
関
わ
る
編
纂
経
緯
が
書
か
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、

「
我
藩
」
に
は
も
と
も
と
彼
杵
・
高
来
・
藤
津
が
あ
っ
た
。
し
か
し
隣
敵
が
所
領
を
侵
し
、
今
と
な
っ
て
は
一
つ
〔
彼
杵
郡
〕
の
み
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藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

で
あ
る
。
所
領
地
は
西
側
に
偏
り
、
高
山
・
大
原
も
多
い
。
海
の
諸
島
は
遠
く
隔
た
っ
て
統
治
し
が
た
く
、
ま
た
二
○
余
里
と
い

う
領
域
の
広
さ
は
、「
上
国
・
大
藩
」
と
拮
抗
す
る
程
で
あ
る
。〔
こ
の
よ
う
に
遠
方
の
島
な
ど
も
含
む
広
い
〕
領
内
の
土
地
が
肥

え
て
い
る
の
か
痩
せ
て
い
る
の
か
、
戸
数
や
人
数
が
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
、
か
か
る
事
柄
を
記
し
た
書
物
が
な
い
の
で
、〔
藩
政
の

実
務
に
当
た
る
〕
家
臣
は
実
態
を
知
ら
ず
、
況
ん
や
城
内
の
奥
深
く
い
る
方
々
〔
大
名
や
上
層
家
臣
〕
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

各
当
主
が
『
郷
村
記
』
編
纂
や
修
訂
を
命
じ
た
（
原
漢
文
。
但
し
「　

」
内
は
原
文
通
り
で
〔　

〕
は
補
足
。
訳
・
補
足
と
も
高
野
）

と
し
、
所
領
を
め
ぐ
る
攻
防
で
の
現
況
、
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
な
い
海
や
島
を
含
む
藩
領
域
の
広
大
性
お
よ
び
統
治
（
産
物
収
納
）

と
実
態
掌
握
の
困
難
さ
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
「（
安
田
）
長
恒
・（
村
部
）
長
英
の
労
を
無
駄
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
思
い
で
策
定
さ

れ
る
領
内
実
態
の
詳
細
な
調
査
書
『
郷
村
記
』
は
、
藩
財
政
の
逼
迫
度
が
進
行
し
て
い
た
幕
末
期
に
は
、

民
の
た
め
に
利
を
興
し
、
害
を
少
な
く
し
、
領
内
事
情
を
公
開
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
出
入
を
勘
案
し
て
財
政
運
用
を
図
れ
ば
、

必
ず
道
は
あ
る

と
謳
わ
れ
る
よ
う
に
、
民
の
実
情
を
知
ら
な
い
家
臣
に
よ
る
民
へ
の
害
を
無
く
し
て
民
を
利
し
、
調
査
結
果
の
公
開
に
よ
る
領
内
情
報

の
共
有
化
に
よ
り
、
藩
財
政
に
資
す
る
記
録
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
利
的
な
目
的
の
意
識
化
に
、
武
家
領
主
（
大
名
）
統

治
の
本
質
も
指
摘
で
き
よ
う
。

し
か
し
、『
郷
村
記
』
の
編
集
を
最
初
に
命
じ
た
大
村
純
長
が
、「
純
長
公
御
代
村
々
由
緒
一
切
取
調
被　

仰
出
（
６
）」
と
、
領
内
各
村
の

由
緒
の
詳
細
な
調
査
を
命
じ
た
の
は
大
事
だ
ろ
う
。
純
長
は
、
大
村
出
身
で
は
な
く
、
幕
府
勘
定
奉
行
を
勤
め
た
甲
斐
・
徳
美
藩
の
譜

代
大
名
・
伊
丹
勝
長
の
子
（
四
男
）
で
、
大
村
家
へ
養
子
に
入
っ
た
こ
と
が
、
領
内
把
握
を
志
す
徹
底
し
た
村
由
緒
調
査
を
思
い
立
た

せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
大
村
家
当
主
と
し
て
領
内
の
地
域
（
村
）
に
即
し
た
由
緒
把
握
の
実
行
で
も
あ
り
、
幕
末
期
に
「
村
中
に
つ

い
て
い
さ
さ
か
も
漏
ら
さ
ず
」
と
い
う
編
集
方
針
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。

純
長
に
よ
る
村
由
緒
の
調
査
は
、「
天
和
年
中
久
原
村
書
上
」（『
大
村
見
聞
集
』、
六
一
～
六
五
頁
）
な
ど
に
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
の
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藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

内
容
は
、
大
名
先
祖
（
大
村
直
澄
）
と
久
原
村
と
の
由
緒
関
係
を
軸
に
補
充
さ
れ
『
郷
村
記
』（『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
一
○
○
～

一
○
六
頁
）
に
反
映
す
る
。
つ
ま
り
、
純
長
が
意
図
し
た
村
由
緒
の
成
果
は
補
わ
れ
つ
つ
『
郷
村
記
』
編
纂
に
活
か
さ
れ
た
ろ
う
。
た

だ
、
彼
が
企
図
す
る
調
査
は
、
寺
社
縁
起
が
「
弘
治
の
兵
乱
」、「
天
正
耶
蘇
の
火
災
」
な
ど
で
消
滅
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
料
的

な
制
約
も
あ
り
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、
家
記
類
を
利
用
し
た
り
、「
出
所
分
明
」
な
「
旧
来
村
老
ノ
口
碑
ニ
伝
ハ
ル
所
ノ
説
」
な

ど
も
援
用
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
（『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
三
頁
）。

近
世
の
地
域
（
村
）
の
民
俗
・
伝
承
は
歴
史
（
由
緒
）
と
も
関
わ
り
、
く
ら
し
の
あ
り
方
に
も
連
な
る
事
柄
だ
が
、
そ
の
実
像
を
示

す
史
料
に
恵
ま
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
以
上
の
性
格
を
持
つ
大
村
藩
『
郷
村
記
』
は
、
民
俗
を
含
む
貴
重
な
生
活

実
態
、
く
ら
し
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

二
、
役
人
と
地
域
社
会

１
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
役
人
組
織

寛
文
四
年
七
月
、
大
村
藩
は
郡
代
を
設
置
し
、
庄
屋
・
間
人
・
百
姓
や
在
方
（
村
方
）
で
耕
作
を
行
う
給
人
に
対
し
、
郡
代
・
代
官

の
指
示
に
従
う
よ
う
、
給
人
・
横
目
・
庄
屋
宛
に
指
示
し
た
（
７
）。
同
じ
年
の
一
○
月
、
絹
・
紬
・
布
・
木
綿
の
織
り
出
し
の
長
さ
と
幅
に

関
す
る
公
儀
触
（
幕
府
法
令
）
が
出
さ
れ
た
際
、
そ
の
内
容
を
各
村
の
横
目
・
庄
屋
・
別
当
・
問
宛
に
伝
え
て
い
る
（「
見
聞
集
」
巻
三

二
・『
大
村
見
聞
集
』
五
一
八
頁
）。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
少
し
下
る
貞
享
二
年
六
月
、
百
姓
層
へ
出
さ
れ
た
「
御
書
付
」
に
は
、
百
姓
が

代
官
・
庄
屋
お
よ
び
五
人
組
の
組
頭
の
管
轄
下
に
あ
り
、
と
り
わ
け
代
官
・
庄
屋
が
「
非
分
」（
不
当
な
支
配
）
を
行
え
ば
、
村
横
目
へ

届
け
出
る
と
し
た
（
８
）。
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
な
ど
に
よ
り
次
の
江
戸
時
代
前
期
の
在
方
役
人
関
係
が
わ
か
る
。
郡
代
お
よ
び
代
官
の
管
轄

の
も
と
に
、
百
姓
は
相
互
監
視
の
関
係
に
あ
る
五
人
組
を
構
成
し
、
村
は
庄
屋
、
町
は
別
当
、
浦
は
問
と
い
う
役
人
が
取
り
仕
切
る
。
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そ
の
在
方
支
配
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
の
か
監
視
す
る
役
割
を
各
村
（
町
・
浦
を
含
む
）
単
位
に
お
か
れ
た
横
目
（
村
横
目
・
町
横

目
）
が
行
う
。
な
お
小
左
司
・
小
頭
と
い
う
役
人
も
い
た
。
松
原
村
で
は
前
者
が
二
名
、
後
者
が
四
名
、
さ
ら
に
小
左
司
の
見
習
も
い

て
村
か
ら
合
力
米
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
お
り
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
一
四
七
頁
）、
庄
屋
を
補
佐
す
る
役
目
を
担
う
。

藩
側
に
と
っ
て
は
何
れ
も
大
事
な
役
人
だ
が
、
な
か
で
も
、
庄
屋
（
は
じ
め
肝
煎
）
や
問
（
弁
指
と
も
）
な
ど
、
日
常
直
接
的
に
百

姓
層
と
関
わ
る
役
人
、
お
よ
び
彼
ら
の
〈
不
正
〉
に
目
を
光
ら
せ
る
横
目
は
重
要
だ
っ
た
。
百
姓
層
が
就
く
庄
屋
・
問
お
よ
び
士
分
（
武

士
身
分
）
が
任
を
負
う
横
目
な
ど
在
方
役
人
層
は
、
大
村
藩
に
と
り
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
動
向
を
背
景
に
形
成

さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
９
）。

大
村
喜
前
は
慶
長
期
中
頃
、
父
・
純
忠
の
時
代
か
ら
と
っ
て
き
た
キ
リ
シ
タ
ン
保
護
の
政
策
を
禁
教
へ
一
変
さ
せ
た
。
そ
の
理
由
は

「
切
支
丹
宗
門
之
儀
者
従
公
儀
堅
御
法
度
）
（1
（

」
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
禁
教
方
針
も
あ
ろ
う
が
、
喜
前
が
朝
鮮

出
兵
以
来
、
加
藤
清
正
の
知
遇
を
得
て
、
激
し
い
日
蓮
宗
信
徒
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
憎
悪
し
て
い
た
と
い
う
加
藤
清
正
の
影
響
の
指
摘
も

あ
る
）
（（
（

。
清
正
を
背
景
と
し
た
禁
令
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
確
か
に
大
村
領
内
に
は
、
清
正
が
創
建
に
関
わ
っ
た
り
、
清
正
自
身

が
祭
祀
さ
れ
る
事
例
が
散
見
す
る
）
（1
（

。
一
般
的
に
大
名
祭
祀
は
そ
の
所
領
に
限
ら
れ
る
が
、
清
正
に
限
っ
て
は
全
国
的
に
確
認
さ
れ
る
。

た
だ
そ
れ
は
、
普
請
を
め
ぐ
る
信
仰
や
病
気
（
ハ
ン
セ
ン
氏
病
）
治
癒
信
仰
に
よ
る
も
の
だ
が
）
（1
（

、
大
村
領
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
と
は
異

質
な
清
正
信
仰
）
（1
（

が
あ
り
、
そ
れ
が
喜
前
に
よ
る
反
キ
リ
シ
タ
ン
的
志
向
と
清
正
祭
祀
と
の
結
び
つ
き
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
。

元
和
九
年
六
月
、
大
村
藩
は
領
内
の
肝
煎
（
後
の
庄
屋
）
と
各
浦
の
問
宛
て
に
、「
き
り
し
た
ん
出
家
」（
バ
テ
レ
ン
や
パ
ー
ド
レ
）

は
い
う
ま
で
も
な
く
「
ぞ
く
（
俗
）
人
」（
非
宗
教
者
）
で
あ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
勧
誘
す
る
者
は
拘
束
し
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
ら
藩

へ
届
け
出
、
そ
れ
と
わ
か
り
な
が
ら
通
報
し
な
か
っ
た
者
も
同
罪
と
し
て
、
肝
煎
と
問
に
誓
約
さ
せ
た
）
（1
（

。
寛
永
期
に
入
る
と
、
キ
リ
シ

タ
ン
と
と
も
に
そ
も
そ
も
村
居
住
で
は
な
い
座
頭
瞽
女
（
男
女
の
盲
人
旅
芸
人
）・
慈
悲
請
（
勧
進
者
）・
乞
丐
（
か
た
い
。
病
気
な
ど

で
物
貰
い
生
活
を
す
る
人
）
等
も
排
除
の
対
象
と
さ
れ
、
肝
煎
・
問
・
弁
差
宛
て
に
通
達
さ
れ
た
）
（1
（

。
キ
リ
シ
タ
ン
と
遊
芸
的
な
人
々
は
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同
じ
で
は
な
い
が
、
村
人
の
生
活
を
脅
か
し
、
ひ
い
て
は
領
主
支
配
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
恐
れ
を
藩
側
は
抱
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら

に
関
す
る
通
報
・
拘
束
・
排
除
に
つ
い
て
、
領
民
百
姓
層
で
も
あ
っ
た
肝
煎
（
庄
屋
）・
問
・
弁
指
を
通
じ
な
さ
れ
た
の
だ
。
キ
リ
シ
タ

ン
一
揆
と
幕
藩
領
主
が
捉
え
る
島
原
一
揆
が
鎮
圧
さ
れ
た
翌
寛
永
一
六
年
、「
き
り
し
た
ん
御
改
」
に
つ
い
て
「
村
中
之
者
一
人
も
不
相

残
承
届
」
と
い
う
内
容
で
、
各
村
・
浦
単
位
に
、
庄
屋
・
浦
庄
屋
・
問
・
弁
指
か
ら
誓
詞
が
出
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。

横
目
は
在
方
支
配
の
広
範
な
監
視
役
を
果
た
す
存
在
だ
が
、
庄
屋
（
肝
煎
）・
問
な
ど
と
同
様
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。
む
し
ろ
、
武
士
層
が
就
く
横
目
は
、「
惣
而
村
横
目
之
儀
、
元
来
宗
門
事
為
吟
味
、
公
儀
江
被
相
達
被
仰
付
置
候
、
依
之
横

目
勤
方
宗
門
方
第
一
ニ
候
）
（1
（

」
と
、
対
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
の
宗
門
吟
味
（
檀
家
寺
院
の
改
め
）
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
役
人
だ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
横
目
（
村
横
目
・
町
横
目
）
は
大
目
付
と
宗
門
寺
社
奉
行
の
両
方
の
配
下
に
あ
っ
た
）
（1
（

。

明
暦
三
年
、
大
村
藩
で
は
、
郡
村
を
中
心
に
キ
リ
シ
タ
ン
六
○
○
名
程
が
発
覚
す
る
大
規
模
な
騒
動
が
起
こ
っ
た
（
郡
崩
れ
）。
翌
万

治
元
（
明
暦
四
）
年
八
月
、
家
老
よ
り
各
村
横
目
宛
て
に
「
切
支
丹
之
心
少
も
御
座
候
者
」
の
摘
発
を
、「
若
切
支
丹
之
心
御
座
候
者
聊

も
乍
存
、
油
断
不
申
上
候
者
十
類
成
敗
可
被
仰
付
事
」
と
し
て
厳
し
く
命
じ
た
）
11
（

。
こ
の
時
期
の
大
規
模
な
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
は
、
大
名

改
易
（
取
り
潰
し
）
に
も
な
り
か
ね
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
幕
府
勘
定
奉
行
を
勤
め
た
甲
斐
・
徳
美
藩
の
譜
代
大
名
・
伊
丹
勝
長
の
子

（
四
男
）
で
大
村
家
へ
養
子
に
入
っ
て
い
た
藩
主
・
純
長
の
努
力
で
そ
の
危
機
は
回
避
さ
れ
る
が
、
強
い
意
志
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
も

純
長
は
思
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
は
文
字
通
り
大
村
の
人
々
の
「
心
」
に
立
ち
入
る
政
策
だ
っ
た
。
同
じ
時
期
に
五
人
組
の
者
が
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
改
吟
味
の
中

核
に
据
え
ら
れ
、「
切
支
丹
之
心
」
の
者
が
一
人
で
も
組
以
外
の
者
に
よ
る
通
報
で
見
い
だ
さ
れ
た
ら
、
組
中
の
五
人
と
も
同
罪
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
宗
派
は
問
わ
ず
寺
手
形
の
奉
行
所
差
し
出
し
を
命
じ
、
寺
請
の
方
針
が
明
確
化
さ
れ
た
）
1（
（

。

と
り
わ
け
、
横
目
に
は
「
切
支
丹
之
心
」
の
用
捨
な
い
摘
発
が
期
待
さ
れ
、
翌
万
治
二
年
五
月
、
藩
主
・
純
長
自
ら
、
不
審
な
こ
と

は
庄
屋
・
横
目
ま
で
届
け
出
、
横
目
は
月
に
三
度
、
宗
門
の
村
改
め
を
行
う
よ
う
指
示
し
た
）
11
（

。「
寛
文
以
来
村
横
目
江
御
達
書
」
と
さ
れ
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る
集
成
史
料
の
な
か
に
、「
酉
年
」
に
「
村
々
横
目
」
へ
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
）
11
（

、

一 

、
先
年
よ
り
俗
人
祈
祷
・
ま
し
な
い
致
候
儀
御
法
度
被　

仰
出
候
趣
相
背
候
者
無
之
哉
、
弥
致
吟
味
他
懸
り
之
村
ニ
も
無
油
断
心

を
付
可
申
事

と
あ
る
。
俗
人
に
よ
る
祈
祷
・
呪
い
は
「
宗
門
」
の
秩
序
を
乱
す
異
端
的
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
同
質
と

の
見
方
が
あ
ろ
う
。
横
目
や
庄
屋
宛
と
考
え
ら
れ
る
延
宝
五
年
二
月
の
「
覚
」
で
も
、「
日
本
の
出
家
」（
僧
）
な
が
ら
変
わ
っ
た
「
す

す
め
」（
宗
教
的
な
勧
誘
）
を
す
る
者
、
こ
と
に
旅
人
山
伏
ま
た
は
ま
じ
な
い
（
呪
い
）
な
ど
を
す
る
者
が
来
た
場
合
は
、
一
宿
も
貸
し

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
も
、
同
様
の
考
え
方
が
背
景
に
あ
ろ
う
）
11
（

。

次
は
横
目
宛
の
心
得
（
寛
文
期
以
降
）
の
一
部
で
あ
る
）
11
（

。

一
、
仏
事
・
祭
礼
・
祝
言
之
時
心
を
付
可
申
事

一
、
寺
社
墓
所
ニ
諸
人
参
詣
之
時
心
を
付
可
申
事

一
、
宗
門
之
一
類
、
老
人
男
女
ニ
心
を
付
可
申
事

一
、
常
々
被　

仰
出
候
御
条
目
申
渡
候
時
、
心
底
よ
り
請
候
者
・
不
請
者
ニ
心
を
付
可
申
事

一
、
父
子
ニ
離
候
時
歟
、
又
者
酒
ニ
酔
申
時
、
其
者
之
言
行
ニ
心
を
付
可
申
事

一
、
旅
人
之
出
家
・
山
伏
・
非
人
ニ
心
を
付
可
申
事

一
、
名
不
知
し
て
名
聞
を
申
、
名
薬
を
も
て
は
や
し
候
者
ニ
心
を
付
可
申
事

他
所
か
ら
の
来
訪
者
と
と
も
に
生
活
の
な
か
で
の
い
わ
ば
〈
民
の
心
〉
の
あ
り
方
の
検
分
が
、
横
目
に
は
強
く
求
め
ら
れ
る
。
領
主
側

は
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
を
背
景
に
根
深
い
懐
疑
を
領
民
へ
向
け
て
お
り
、
そ
の
見
極
め
の
先
兵
を
横
目
が
担
う
。

本
来
は
、
幕
府
の
鎖
国
政
策
に
応
じ
、
外
海
沖
の
蘭
船
・
唐
船
の
監
視
、
海
上
で
の
密
貿
易
の
探
索
、
漂
着
船
救
助
な
ど
、
沿
岸
警

備
の
任
に
あ
た
っ
た
番
所
も
在
方
支
配
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
正
徳
三
年
に
大
村
藩
が
出
し
た
「
外
目
小
御
番
所
之
御
壁
書
」
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に
は
（「
見
聞
集
」
一
五
・『
大
村
見
聞
集
』
二
八
五
～
六
頁
）、
小
番
所
の
役
務
が
記
さ
れ
る
。
船
に
関
す
る
監
視
や
諸
規
定
が
あ
る
の

は
当
然
と
し
て
も
、「
火
の
用
心
」
や
「
宗
門
」、
さ
ら
に
「
所
之
者
公
事
・
出
入
」
な
ど
の
解
決
も
小
番
所
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
鎖
国
体
制
〉
を
維
持
す
る
た
め
の
沿
岸
警
備
が
主
務
だ
が
、
こ
れ
に
関
わ
る
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
締
ま
り
つ
ま
り
宗
門
改
を
役
務
の
一
つ

と
す
る
の
が
、
在
地
支
配
の
番
所
と
い
う
性
格
を
強
め
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
平
島
・
崎
戸
・
松
島
・
黒
瀬
・
面
高
・
中
浦
・

瀬
戸
・
雪
ノ
浦
・
神
浦
・
三
重
両
所
・
陌
苅
・
式
見
・
福
田
・
戸
町
・
浦
上
・
伊
木
力
・
長
与
・
時
津
・
西
海
・
村
松
・
大
串
両
所
・

伊
ノ
浦
の
右
二
四
ヵ
所
は
「
島
方
横
目
番
所
」、
宮
ノ
浦
・
波
佐
見
両
所
・
川
棚
・
彼
杵
両
所
・
千
綿
・
江
ノ
串
・
郡
両
所
・
萱
瀬
・
池

田
・
久
原
両
所
・
鈴
田
・
三
浦
の
一
五
ヵ
所
が
「
地
方
横
目
番
所
」
と
さ
れ
（「
見
聞
集
」
五
二
・『
大
村
見
聞
集
』
八
六
七
～
八
頁
）、

本
来
は
沿
岸
警
備
を
主
目
的
に
設
置
さ
れ
た
外
海
小
番
所
が
、
他
の
在
方
支
配
の
番
所
と
同
じ
機
能
を
持
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
、
在
方

支
配
の
要
的
存
在
で
あ
る
横
目
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
背
景
に
、
大
村
藩
在
方
役
人
組
織
は
形
成
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

２
、
村
の
編
成
と
住
民

戦
国
期
に
い
た
る
ま
で
根
強
い
勢
力
を
持
っ
て
い
た
在
地
領
主
を
傘
下
に
お
き
権
力
基
盤
を
強
め
た
大
村
純
忠
の
時
代
に
、
近
世
大

村
藩
領
に
ほ
ぼ
重
な
る
所
領
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
豊
臣
政
権
と
徳
川
政
権
が
相
次
い
で
安
堵
、
大
村
藩
成
立
に
い
た
っ
た
。
も
っ
と

も
、
豊
臣
政
権
が
天
正
一
六
年
没
収
し
て
い
た
長
崎
は
再
び
大
村
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
慶
長
一
○
年
、
長
崎
新
町
（
外

町
）
が
幕
領
化
し
た
際
に
、
長
崎
と
同
時
に
没
収
さ
れ
て
い
た
浦
上
・
家
野
な
ど
が
返
還
さ
れ
、
村
数
四
八
ヵ
村
が
定
ま
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
城
下
を
含
む
東
彼
杵
の
地
方
地
区
・
一
一
ヵ
村
、
大
村
湾
南
部
で
西
彼
杵
半
島
の
基
底
部
の
向
地
地
区
・
一
一
ヵ
村
、
西
彼
杵

半
島
東
側
の
内
海
地
区
・
八
ヵ
村
、
西
彼
杵
半
島
西
側
と
点
在
す
る
五
つ
の
島
か
ら
な
る
外
海
地
区
・
一
八
ヵ
村
で
あ
る
。

こ
の
「
四
八
ヵ
村
」
に
つ
い
て
は
伝
承
が
あ
っ
た
。
彼
杵
村
に
関
わ
る
も
の
だ
。
か
つ
て
彼
杵
村
の
空
か
ら
杵
が
降
臨
し
「
彼
の
杵
」
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を
祝
い
祀
り
、
当
地
が
彼
杵
荘
と
称
さ
れ
た
が
、
奈
良
時
代
の
僧
行
基
が
「
彼
の
杵
」
が
降
り
た
所
に
弥
陀
像
を
自
ら
彫
っ
て
安
置
し
、

彼
杵
山
安
全
寺
と
な
っ
た
。
こ
の
弥
陀
の
四
八
願
を
表
し
て
四
八
ヵ
村
に
し
た
と
い
う
。
大
村
氏
の
検
地
が
彼
杵
か
ら
始
ま
っ
て
萱
瀬

（
旧
名
・
皆
是
）
で
終
わ
り
、
萱
瀬
に
検
地
縄
な
ど
を
納
め
た
堂
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
の
も
こ
の
故
事
に
由
来
す
る
（『
大
村
郷
村
記
』

第
二
巻
、
一
二
一
頁
）。
そ
し
て
、
古
来
よ
り
大
村
領
は
四
八
ヵ
村
と
さ
れ
た
と
い
う
が
、
実
際
に
は
、
う
ち
一
四
ヵ
村
は
有
馬
領
、
竜

造
寺
領
、
平
戸
（
松
浦
）
領
、
幕
府
領
と
な
り
、
漸
次
、
大
村
領
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
、「
四
八
ヵ
村
」
が
崩
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
残
り
三
四
ヵ
村
か
ら
小
村
一
四
を
新
た
に
設
定
し
て
旧
制
に
復
し
、
大
村
領
四
八
ヶ
村
と
称
す
る
。
一
四
ヵ
村
は
、

浦
上
村
の
内
、
木
場
村
・
北
村
・
家
野
村
・
西
村
・
畝
苅
平
村
・
黒
崎
村
・
滑
石
村
、
長
与
村
の
う
ち
幸
田
村
、
伊
木
力
村
の
う
ち
佐

瀬
村
、
全
て
九
ヶ
村
に
、
松
島
・
嘉
喜
浦
・
江
島
・
平
島
・
大
島
の
五
島
を
加
え
た
、
以
上
の
一
四
ヵ
村
で
あ
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第

六
巻
、
四
二
二
頁
）。
そ
の
構
成
は
第
１
表
の
通
り
で
あ
る
。

大
村
藩
で
は
、
慶
長
四
年
と
同
一
七
年
に
検
地
を
行
い
、
総
石
高
は
二
万
七
九
七
三
石
八
斗
七
升
七
合
を
数
え
た
。
こ
れ
が
朱
印
高

と
な
り
、
近
世
大
名
・
大
村
氏
の
格
や
幕
府
役
負
担
の
基
準
な
ど
に
も
な
っ
た
。
な
お
、
近
世
を
通
じ
、
村
数
は
増
加
し
、
公
式
に
は

四
八
ヵ
村
だ
が
、
実
際
に
は
六
八
ヵ
村
と
な
る
（
第
２
表
の
村
構
成
参
照
）。
な
お
幕
末
の
安
政
四
年
に
、
向
地
の
戸
町
村
が
幕
府
領
と

し
て
収
公
さ
れ
、
代
地
の
古
賀
村
が
、
藩
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

大
村
藩
領
の
住
民
構
成
を
示
し
た
の
が
、
第
２
表
（
地
域
社
会
の
構
成
者
）
で
あ
る
。
本
表
は
前
述
し
た
幕
末
期
に
完
成
す
る
領
内

調
査
書
『
郷
村
記
』
に
拠
り
作
成
し
た
。
幕
末
（
安
政
期
）
の
状
況
を
示
す
。
こ
の
記
録
は
、
藩
側
の
立
場
よ
り
身
分
制
に
基
づ
き
記

載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
可
能
な
限
り
、
生
業
実
態
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
作
表
し
た
。
な
お
、
玖
島
城
下
町
（
大
村
城
下
町
）
は
、

『
郷
村
記
』
の
区
分
上
は
大
村
（
久
原
・
池
田
）
に
入
り
、
数
値
は
内
数
と
な
る
が
、
参
考
ま
で
に
掲
げ
た
。
た
だ
し
小
路
所
在
の
家
臣

（
士
分
）
の
竈
（
世
帯
）
は
含
ま
れ
ず
、
城
下
町
（
片
町
・
本
町
・
田
町
・
水
主
町
）
所
在
の
竈
数
で
あ
る
。

『
郷
村
記
』
は
蔵
入
地
を
軸
に
領
内
把
握
を
目
指
し
て
い
る
。
私
領
（
知
行
地
。
家
臣
拝
領
地
）
は
私
領
百
姓
な
ど
の
表
現
も
あ
る
の
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で
百
姓
と
し
た
。
し
か
し
、
私
領
に

は
百
姓
の
み
な
ら
ず
、
町
人
・
商
人

や
職
人
、
浦
人
な
ど
を
含
む
と
考
え

ら
れ
る
。
江
島
村
の
場
合
、
小
給
・

社
人
・
村
医
以
外
は
私
領
と
さ
れ
る

が
、
一
○
四
艘
の
船
が
村
に
存
在
し
、

私
領
（
百
姓
）
構
成
者
の
ほ
と
ん
ど

が
浦
百
姓
だ
ろ
う
。
ま
た
、
形
上
村

は
蔵
百
姓
五
軒
、
浦
百
姓
三
軒
だ

が
、
糀
屋
二
軒
・
鍛
冶
屋
一
軒
・
染

屋
一
軒
・
揚
酒
屋
二
軒
・
塩
問
屋
一

軒
な
ど
が
あ
っ
た
の
が
運
上
銀
納
の

記
述
か
ら
わ
か
り
、
こ
れ
ら
は
、
私

領
一
七
七
軒
の
う
ち
に
含
ま
れ
よ
う

（『
大
村
郷
村
記
』
第
四
巻
、
三
八
六

頁
）。
し
か
し
「
私
領
」
層
の
内
実
を

精
査
し
得
る
デ
ー
タ
記
載
が
『
郷
村

記
』
に
は
な
く
、
便
宜
的
に
私
領
は

知
行
地
居
住
の
百
姓
（
村
百
姓
）
と

第１表　元和３年の各村高
地区名 村　　　名 村　　　高 地区名 村　　　名 村　　　高

地　
　
　
　

方

石  　　才

内　
　

海

石  　　才
大 村 3,144.71700 形 上 村 108.93332
郡 村 4,062.57330 大 串 村 577.70000
萱 瀬 村 316.96000 八 木 原 村 136.91330
鈴 田 村 1,060.28330 川 内 浦 村 241.88660
三 浦 村 854.92660 横 瀬 浦 村 95.63333
江 串 村 396.87000

外　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海

面 高 村 43.38550
千 綿 村 720.21000 天 久 保 村 163.10000
彼 杵 村 2,238.15540 大 田 和 村 153.96666
川 棚 村 1,526.04000 中 浦 村 90.66666
波 佐 見 村 2,484.58500 多 以 良 村 218.51533
宮 村 744.90330 瀬 戸 村 180.72574

向　
　
　
　

地

伊 木 力 村 230.67900 雪 浦 村 106.49490
佐 瀬 村 139.79000 神 浦 村 249.84897
長 与 村 1,229.01412 黒 崎 村 123.41400
高 田 村 467.90350 三 重 村 317.69053
時 津 村 1,348.40382 陌 苅 村 135.24336
滑 石 村 370.48751 式 見 村 300.0000
浦 上 西 村 287.82200 福 田 村 502.46926
浦 上 北 村 592.82300 大 島 村 19.95116
浦 上 家 野 村 300.62400 嘉 喜 浦 村 18.38000
浦 上 古 場 村 428.71800 松 島 村 51.64940
戸 町 村 379.86693 江 島 村 66.52000

内 
海

日 並 村 111.43330 平 島 村 12.66666
西 海 村 273.93330
長 浦 村 346.40000 計 48  ヶ 村 27,973.87700

注）「大村家記」２（大村家史料）より作成。
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領
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武　　士　　層 百　 姓　 層 商人・職人層 医者・宗教者 そ の 他
竈合計 人 数 一竈当

人 数侍 給人 足軽・扶持
人・家来 間人 小 計 （％） 村百姓 村間

百姓 浦百姓 浦間
百姓

町人・
商人 町間人 扶持

職人 職人 職人
間人 医者 間医 宗教者 浮竈 他

地
方

大村（久原・池田） 375 194 301 27 867（33,7） 725 54 147 17 582 100 2 11 28 2569 9478 3,7
内、玖島城下町 13 7 8 28 （4,1） 12 15 579 31 4 1 671 2199 3,3
竹 松 村 54 47 21 122（17,3） 289 283 1 1 1 11 6 705 2528 3,6
福 重 村 58 53 16 127（19,0） 300 223 1 7 667 2421 3,6
松 原 村 25 12 2 39 （9,5） 194 97 69 2 1 1 1 6 410 1505 3,7
萱 瀬 村 52 25 7 84（16,5） 176 130 6 2 1 3 508 1867 3,7
鈴 田 村 87 203 16 306（57,5） 151 66 5 1 1 1 1 532 2242 4,2
三 浦 村 26 11 10 47（11,8） 222 87 39 1 2 398 1621 4,1
江 串 村 40 109 6 155（44,4） 117 51 21 2 1 2 349 1347 3,9
千 綿 村 31 35 4 70（11,4） 217 123 50 127 12 1 5 1 1 1 609 2412 4,3
彼 杵 村 58 10 13 81 （7,8） 709 56 267 9 1 2 2 1035 4662 4,5
川 棚 村 75 32 83 190（15,7） 449 138 331 51 9 31 3 1 1203 5585 4,6
上 波 佐 見 村 51 37 67 155（13,3） 406 532 1 3 62 2 1161 5531 4,8
下 波 佐 見 村 49 37 39 125（18,9） 309 193 1 4 24 2 1 659 3099 4,7
宮 村 68 14 31 113（21,7） 272 81 46 3 5 2 1 519 2556 4,9

向
地

伊 木 力 村 2 1 3 （1,3） 162 36 17 1 219 949 4,3
佐 瀬 村 1 1 （0,9） 109 110 519 4,7
長 与 村 22 3 5 30 （3,1） 202 616 52 2 5 35 2 3 947 4544 4,8
幸 田 村 0 （0,0） 90 90 451 5,0
時 津 村 27 7 7 41 （4,8） 299 272 121 10 104 4 1 852 4347 5,1
滑 石 村 0 （0,0） 140 140 608 4,3
浦 上 西 村 5 6 3 14（18,9） 45 14 1 74 322 4,4
浦 上 北 村 5 1 1 7 （4,3） 120 32 1 1 161 786 4,9
浦 上 家 野 村 2 2 （4,1） 38 8 48 226 4,7
浦 上 木 場 村 2 1 3 （1,3） 152 71 1 227 1066 4,7

内
海

日 並 村 2 2 1 5 （3,4） 138 1 146 803 5,5
西 海 村 11 1 12 （7,5） 146 1 159 873 5,5
村 松 村 17 1 6 24（20,8） 74 15 1 1 115 608 5,3
子 々 川 村 4 4 （3,3） 116 120 669 5,6
長 浦 村 1 1 2 （1,0） 162 26 1 1 192 1038 5,4
戸 根 村 2 2 （2,1） 89 91 466 5,1
形 上 村 2 1 3 （1,5） 182 3 1 189 1066 5,6
尾 戸 村 1 1 （0,7） 125 7 3 136 764 5,6
小 口 浦 2 2 （4,2） 2 16 27 47 245 5,2
三 町 分 14 1 1 16 （4,9） 174 93 37 1 1 324 1344 4,1
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武　　士　　層 百　 姓　 層 商人・職人層 医者・宗教者 そ の 他
竈合計 人 数 一竈当

人 数侍 給人 足軽・扶持
人・家来 間人 小 計 （％） 村百姓 村間

百姓 浦百姓 浦間
百姓

町人・
商人 町間人 扶持

職人 職人 職人
間人 医者 間医 宗教者 浮竈 他

地
方

大村（久原・池田） 375 194 301 27 867（33,7） 725 54 147 17 582 100 2 11 28 2569 9478 3,7
内、玖島城下町 13 7 8 28 （4,1） 12 15 579 31 4 1 671 2199 3,3
竹 松 村 54 47 21 122（17,3） 289 283 1 1 1 11 6 705 2528 3,6
福 重 村 58 53 16 127（19,0） 300 223 1 7 667 2421 3,6
松 原 村 25 12 2 39 （9,5） 194 97 69 2 1 1 1 6 410 1505 3,7
萱 瀬 村 52 25 7 84（16,5） 176 130 6 2 1 3 508 1867 3,7
鈴 田 村 87 203 16 306（57,5） 151 66 5 1 1 1 1 532 2242 4,2
三 浦 村 26 11 10 47（11,8） 222 87 39 1 2 398 1621 4,1
江 串 村 40 109 6 155（44,4） 117 51 21 2 1 2 349 1347 3,9
千 綿 村 31 35 4 70（11,4） 217 123 50 127 12 1 5 1 1 1 609 2412 4,3
彼 杵 村 58 10 13 81 （7,8） 709 56 267 9 1 2 2 1035 4662 4,5
川 棚 村 75 32 83 190（15,7） 449 138 331 51 9 31 3 1 1203 5585 4,6
上 波 佐 見 村 51 37 67 155（13,3） 406 532 1 3 62 2 1161 5531 4,8
下 波 佐 見 村 49 37 39 125（18,9） 309 193 1 4 24 2 1 659 3099 4,7
宮 村 68 14 31 113（21,7） 272 81 46 3 5 2 1 519 2556 4,9

向
地

伊 木 力 村 2 1 3 （1,3） 162 36 17 1 219 949 4,3
佐 瀬 村 1 1 （0,9） 109 110 519 4,7
長 与 村 22 3 5 30 （3,1） 202 616 52 2 5 35 2 3 947 4544 4,8
幸 田 村 0 （0,0） 90 90 451 5,0
時 津 村 27 7 7 41 （4,8） 299 272 121 10 104 4 1 852 4347 5,1
滑 石 村 0 （0,0） 140 140 608 4,3
浦 上 西 村 5 6 3 14（18,9） 45 14 1 74 322 4,4
浦 上 北 村 5 1 1 7 （4,3） 120 32 1 1 161 786 4,9
浦 上 家 野 村 2 2 （4,1） 38 8 48 226 4,7
浦 上 木 場 村 2 1 3 （1,3） 152 71 1 227 1066 4,7

内
海

日 並 村 2 2 1 5 （3,4） 138 1 146 803 5,5
西 海 村 11 1 12 （7,5） 146 1 159 873 5,5
村 松 村 17 1 6 24（20,8） 74 15 1 1 115 608 5,3
子 々 川 村 4 4 （3,3） 116 120 669 5,6
長 浦 村 1 1 2 （1,0） 162 26 1 1 192 1038 5,4
戸 根 村 2 2 （2,1） 89 91 466 5,1
形 上 村 2 1 3 （1,5） 182 3 1 189 1066 5,6
尾 戸 村 1 1 （0,7） 125 7 3 136 764 5,6
小 口 浦 2 2 （4,2） 2 16 27 47 245 5,2
三 町 分 14 1 1 16 （4,9） 174 93 37 1 1 324 1344 4,1

第２表　地域社会の構成者（1）
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武　　士　　層 百　 姓　 層 商人・職人層 医者・宗教者 そ の 他
竈合計 人 数 一竈当

人 数侍 給人 足軽・扶持
人・家来 間人 小 計 （％） 村百姓 村間

百姓 浦百姓 浦間
百姓

町人・
商人 町間人 扶持

職人 職人 職人
間人 医者 間医 宗教者 浮竈 他

内
海

下 岳 村 21 11 32 （8,9） 241 77 5 2 1 1 359 1678 4,7
亀 浦 村 6 1 7 （5,1） 48 36 16 26 2 135 733 5,4
中 山 村 1 1 （0,8） 51 64 1 117 667 5,7
宮 浦 村 3 1 4 （4,7） 52 10 1 18 85 467 5,5
白 似 田 村 3 3 （5,0） 57 60 327 5,5
八 木 原 村 1 1 （0,8） 110 4 2 1 116 559 4,8
小 迎 村 14 14 （9,3） 111 18 3 1 1 150 747 5,0
川 内 浦 村 8 7 15 （4,6） 148 155 1 2 321 1459 4,5
伊 ノ 浦 4 4 （3,4） 56 55 115 544 4,7
畠 下 浦 4 1 5 （6,8） 1 3 64 73 327 4,5
横 瀬 浦 村 1 4 1 2 8 （2,6） 117 174 3 1 2 305 1456 4,8

外
海

面 高 村 9 21 4 34（22,5） 7 3 88 17 1 1 151 721 4,8
天 久 保 村 0 （0,0） 80 80 413 5,2
黒 口 村 0 （0,0） 85 85 397 4,7
大 田 和 村 1 1 （0,4） 223 224 1191 5,3
中 浦 村 0 （0,0） 222 1 223 1018 4,6
多 以 良 村 1 1 （0,4） 224 2 1 228 1210 5,3
七 ツ 釜 浦 5 1 6 （2,9） 50 45 91 8 1 201 1019 5,1
瀬 戸 村 20 13 5 38 （5,5） 92 365 168 1 9 1 1 3 1 679 3931 5,8
雪 浦 村 17 17 （3,6） 264 160 25 4 1 471 2339 5,0
神 浦 村 10 15 2 27 （2,4） 406 282 140 218 7 1 1081 5460 5,1
黒 崎 村 3 7 10 （3,8） 221 26 257 1457 5,7
三 重 村 16 10 3 29 （4,6） 379 38 177 2 1 2 1 629 3430 5,5
陌 苅 村 5 2 1 8 （2,8） 164 107 1 280 1564 5,6
式 見 村 13 34 3 50 （6,4） 328 3 394 1 1 1 778 4616 5,9
福 田 村 7 82 31 120（22,3） 281 127 1 1 1 1 536 3026 5,6
大 島 村 2 1 3 （1,5） 190 193 1007 5,2
黒 瀬 村 2 3 2 7 （4,5） 145 1 153 933 6,1
嘉 喜 浦 村 4 10 2 16（11,5） 1 119 1 1 138 704 5,1
崎 戸 浦 10 2 12 （9,9） 3 105 1 121 585 4,8
松 島 村 15 14 8 37 （9,3） 147 63 147 2 1 397 2007 5,1
江 島 村 2 2 （1,1） 164 1 1 168 757 4,5
平 島 村 1 3 5 2 11 （6,4） 21 3 130 3 1 1 170 667 3,9

注）藤野保編『大村郷村記』全６巻より作成。



─ 95 ─

藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

武　　士　　層 百　 姓　 層 商人・職人層 医者・宗教者 そ の 他
竈合計 人 数 一竈当

人 数侍 給人 足軽・扶持
人・家来 間人 小 計 （％） 村百姓 村間

百姓 浦百姓 浦間
百姓

町人・
商人 町間人 扶持

職人 職人 職人
間人 医者 間医 宗教者 浮竈 他

内
海

下 岳 村 21 11 32 （8,9） 241 77 5 2 1 1 359 1678 4,7
亀 浦 村 6 1 7 （5,1） 48 36 16 26 2 135 733 5,4
中 山 村 1 1 （0,8） 51 64 1 117 667 5,7
宮 浦 村 3 1 4 （4,7） 52 10 1 18 85 467 5,5
白 似 田 村 3 3 （5,0） 57 60 327 5,5
八 木 原 村 1 1 （0,8） 110 4 2 1 116 559 4,8
小 迎 村 14 14 （9,3） 111 18 3 1 1 150 747 5,0
川 内 浦 村 8 7 15 （4,6） 148 155 1 2 321 1459 4,5
伊 ノ 浦 4 4 （3,4） 56 55 115 544 4,7
畠 下 浦 4 1 5 （6,8） 1 3 64 73 327 4,5
横 瀬 浦 村 1 4 1 2 8 （2,6） 117 174 3 1 2 305 1456 4,8

外
海

面 高 村 9 21 4 34（22,5） 7 3 88 17 1 1 151 721 4,8
天 久 保 村 0 （0,0） 80 80 413 5,2
黒 口 村 0 （0,0） 85 85 397 4,7
大 田 和 村 1 1 （0,4） 223 224 1191 5,3
中 浦 村 0 （0,0） 222 1 223 1018 4,6
多 以 良 村 1 1 （0,4） 224 2 1 228 1210 5,3
七 ツ 釜 浦 5 1 6 （2,9） 50 45 91 8 1 201 1019 5,1
瀬 戸 村 20 13 5 38 （5,5） 92 365 168 1 9 1 1 3 1 679 3931 5,8
雪 浦 村 17 17 （3,6） 264 160 25 4 1 471 2339 5,0
神 浦 村 10 15 2 27 （2,4） 406 282 140 218 7 1 1081 5460 5,1
黒 崎 村 3 7 10 （3,8） 221 26 257 1457 5,7
三 重 村 16 10 3 29 （4,6） 379 38 177 2 1 2 1 629 3430 5,5
陌 苅 村 5 2 1 8 （2,8） 164 107 1 280 1564 5,6
式 見 村 13 34 3 50 （6,4） 328 3 394 1 1 1 778 4616 5,9
福 田 村 7 82 31 120（22,3） 281 127 1 1 1 1 536 3026 5,6
大 島 村 2 1 3 （1,5） 190 193 1007 5,2
黒 瀬 村 2 3 2 7 （4,5） 145 1 153 933 6,1
嘉 喜 浦 村 4 10 2 16（11,5） 1 119 1 1 138 704 5,1
崎 戸 浦 10 2 12 （9,9） 3 105 1 121 585 4,8
松 島 村 15 14 8 37 （9,3） 147 63 147 2 1 397 2007 5,1
江 島 村 2 2 （1,1） 164 1 1 168 757 4,5
平 島 村 1 3 5 2 11 （6,4） 21 3 130 3 1 1 170 667 3,9

注）藤野保編『大村郷村記』全６巻より作成。

第２表　地域社会の構成者（2）
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領
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会
の
人
々
と
く
ら
し

し
て
作
表
し
た
。
な
お
寺
内
は
寺
内
百
姓
の
表
現
が
あ
り
百
姓
（
寺
抱
の
百
姓
）
と
す
る
。

私
領
（
百
姓
）
が
多
様
な
生
業
を
営
む
階
層
か
ら
な
っ
て
い
た
と
い
う
問
題
は
本
百
姓
に
も
い
え
る
。
本
百
姓
は
私
領
（
百
姓
）
分

を
含
ま
な
い
蔵
百
姓
（
蔵
入
地
百
姓
）
と
同
義
で
記
さ
れ
、
浦
百
姓
は
別
記
さ
れ
る
の
が
『
郷
村
記
』
記
載
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し

神
浦
村
の
よ
う
に
本
百
姓
の
内
訳
を
村
百
姓
と
浦
百
姓
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
百
姓
・
蔵
百
姓
と
あ
る
場
合
は
村
百

姓
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
百
姓
（
本
百
姓
・
蔵
百
姓
）
と
い
っ
て
も
生
業
は
多
様
で
、
浦
百
姓
と
区
別
さ
れ
る
場
合
で
も
、
実
際
に
は
、

商
業
・
漁
業
に
関
わ
る
も
の
も
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
竹
松
村
の
よ
う
に
、
竈
と
し
て
商
人
・
町
人
の
記
載
が
な
く
と
も
、
運
上
を
課

さ
れ
る
商
人
・
職
人
が
い
る
場
合
が
あ
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
三
二
～
三
頁
）。

一
方
、
百
姓
で
も
、
主
た
る
生
業
を
基
本
に
、
釜
百
姓
（
塩
焼
百
姓
、
塩
浜
百
姓
）・
浜
田
百
姓
や
皿
山
百
姓
（
釜
司
）
は
職
人
、
前

記
の
浦
百
姓
も
本
百
姓
と
は
区
別
し
た
。
主
に
塩
田
経
営
に
浜
子
と
し
て
従
事
す
る
釜
百
姓
・
浜
田
百
姓
を
、
藩
側
は
「
百
姓
」
と
捉

え
て
お
り
、
浦
百
姓
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
生
業
活
動
（
製
塩
に
必
要
な
特
殊
な
技
能
・
技
術
を
伴
う
）
を
重
視
し
た
。

ま
た
、
川
棚
村
小
串
に
は
瓶
類
を
釜
焼
き
す
る
瓶
山
が
あ
り
、「
諸
雑
用
細
工
人
」
が
、
藩
側
か
ら
は
「
釜
百
姓
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
職
人
と
考
え
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
三
巻
、
二
○
七
、
二
三
一
頁
）。
上
波
佐
見
村
で
は
、
皿
山
を
構
成
す
る
釜
司
（
百

姓
）
が
い
る
が
、
下
波
佐
見
村
と
違
い
「
皿
山
百
姓
」
と
い
う
把
握
で
は
な
い
。
し
か
し
実
態
は
皿
山
百
姓
と
思
わ
れ
、
皿
山
百
姓
と

と
も
に
職
人
欄
に
加
え
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
階
層
も
農
作
事
に
、
半
農
半
漁
、
半
農
半
工
で
従
事
し
て
い
よ
う
。

浦
に
関
わ
る
者
と
し
て
は
浦
百
姓
が
中
心
だ
が
、
浦
人
が
並
立
さ
れ
る
場
合
（
面
高
村
。『
大
村
郷
村
記
』
第
五
巻
、
二
九
四
頁
）、

水
夫
も
含
め
浦
人
と
一
括
し
、
百
姓
層
に
組
み
入
れ
作
表
し
た
。
浦
人
は
漁
業
専
業
者
や
水
上
交
通
者
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
。
水
夫
は

藩
の
御
用
を
勤
め
る
が
、
家
臣
で
は
な
く
、
生
業
は
浦
百
姓
・
浦
人
な
ど
と
同
じ
く
、
水
上
交
通
や
漁
業
な
ど
も
行
い
、『
郷
村
記
』
で

は
百
姓
層
（
浦
百
姓
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
長
与
浦
）。
村
松
村
で
は
、
水
夫
の
竈
は
確
認
さ
れ

な
い
が
、
浦
（
浦
百
姓
）
竈
と
し
て
「
水
夫
屋
敷
」「
水
夫
田
」「
水
夫
畠
」
が
明
記
さ
れ
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
四
巻
、
三
○
三
頁
）。
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こ
の
よ
う
に
浦
百
姓
は
、
水
に
関
わ
っ
て
生
業
を
営
む
階
層
と
し
て
作
表
し
た
。

間
人
は
「
士
農
工
之
三
民
之
者
共
、
無
給
・
無
名
地
ニ
而
、
竃
持
伝
罷
在
候
者
共
、
都
而
間
人
と
従
古
来
唱
申
候
、
依
人
士
間
人
・

職
家
間
人
・
百
姓
間
人
と
相
分
居
候
」（「
見
聞
集
」
五
七
・『
大
村
見
聞
集
』
九
六
八
頁
）
と
さ
れ
、『
郷
村
記
』
で
は
、
給
人
間
・
間

小
給
・
奉
公
間
人
お
よ
び
間
百
姓
な
ど
と
呼
ぶ
。
前
者
は
扶
持
人
層
に
隣
接
記
載
で
名
称
か
ら
も
士
分
（
武
士
）
関
係
の
間
人
、
後
者

は
百
姓
関
係
の
間
人
と
捉
え
る
。
な
お
、
士
分
関
係
の
間
人
は
、
目
見
百
姓
、
目
見
町
人
、
苗
字
帯
刀
百
姓
な
ど
と
隣
接
記
載
（
上
波

佐
見
村
。『
大
村
郷
村
記
』
第
三
巻
、
二
六
七
頁
）
で
、
間
人
が
中
間
身
分
で
あ
る
の
を
示
す
。
ま
た
、
目
見
、
苗
字
帯
刀
が
許
さ
れ
て

も
、
明
確
に
間
人
と
さ
れ
な
い
百
姓
は
、
百
姓
欄
に
組
み
入
れ
る
。
さ
ら
に
単
に
間
人
と
さ
れ
る
場
合
は
、
い
ず
れ
の
身
分
の
間
人
か

判
断
で
き
な
い
が
、
武
士
階
層
に
隣
接
記
載
の
場
合
は
武
士
関
係
の
間
人
、
百
姓
関
係
に
隣
接
の
場
合
は
間
百
姓
と
い
う
よ
う
に
、
い

ず
れ
の
階
層
に
隣
接
す
る
か
で
判
断
し
た
。
ま
た
、
蔵
間
人
と
蔵
間
百
姓
は
蔵
百
姓
を
挟
ん
で
一
括
記
載
（
亀
浦
村
・
宮
浦
村
）
さ
れ

る
が
、
違
い
が
未
詳
な
の
で
、
双
方
と
も
蔵
入
地
の
百
姓
間
人
と
考
え
た
。
神
浦
村
で
は
間
百
姓
の
内
訳
を
、
村
間
百
姓
・
浦
間
百
姓
・

開
百
姓
と
し
、
新
開
百
姓
を
間
百
姓
に
加
え
る
が
、
他
村
の
場
合
は
新
開
百
姓
を
別
に
立
項
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際
は
新
開

百
姓
は
間
人
で
は
な
く
百
姓
に
組
み
入
れ
た
。

請
地
家
来
・
拝
借
家
来
は
、
請
地
人
別
と
し
て
当
該
村
居
付
の
給
人
・
扶
持
人
が
あ
が
る
の
で
武
士
層
（
萱
瀬
村
）
と
し
た
。
な
お
、

拝
領
禄
高
（
無
高
も
含
め
）
記
載
が
あ
り
記
載
順
序
か
ら
も
家
臣
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
職
人
層
（
鍛
冶
・
大
工
・
石
工
な
ど
）

は
扶
持
人
（
武
士
層
）
だ
が
、
こ
こ
で
は
実
質
的
な
生
業
を
重
視
し
、
扶
持
職
人
と
し
て
扶
持
を
得
な
い
職
人
層
と
と
も
に
一
括
し
作

表
し
た
（
竹
松
村
、『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
一
七
頁
、
福
重
村
、『
同
』
第
二
巻
、
八
一
頁
、
川
棚
村
、『
同
』
第
三
巻
、
一
六
四

頁
）。
こ
れ
は
、
職
人
が
扶
持
人
化
す
る
場
合
と
、
村
方
で
無
足
の
者
が
、
大
工
・
大
鋸
・
桶
屋
そ
の
外
の
職
業
を
望
む
者
が
あ
れ
ば
、

村
役
人
へ
願
い
出
、
奉
行
の
承
認
を
得
て
普
請
方
に
指
図
を
請
け
る
）
11
（

と
い
う
よ
う
に
、
下
禄
扶
持
人
の
生
業
化
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
禄
拝
領
が
あ
る
も
の
の
武
士
層
と
は
考
え
な
い
寺
社
の
取
り
扱
い
に
通
じ
る
。
ま
た
医
者
・
宗
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教
者
（
山
伏
）
も
、
記
載
順
序
で
は
給
人
と
足
軽
・
扶
持
人
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
家
臣
階
層
と
い
え
る
が
、
職
人
の
よ
う
な
禄
付
与

も
明
記
さ
れ
ず
、
医
者
の
場
合
は
「
村
医
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
、
独
自
の
生
業
で
地
域
社
会
（
村
）
に
存
在
す
る
階
層
と
考
え
る
。
間

医
は
医
者
と
領
民
と
の
中
間
身
分
と
い
う
よ
り
、
家
臣
と
医
者
と
の
中
間
身
分
の
意
味
だ
ろ
う
。

な
お
竈
数
で
は
職
人
が
扶
持
人
と
し
て
足
軽
層
と
一
括
さ
れ
る
場
合
で
も
、「
住
居
知
行
人
別
」
の
項
で
、
諸
職
人
と
し
て
人
名
・
禄

高
・
生
業
記
載
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
参
考
に
扶
持
職
人
竈
数
を
把
握
し
調
整
の
上
で
作
表
し
た
。
大
村
の
久
原
分
・
池
田
分
の
普
請

組
は
扶
持
職
人
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
方
針
に
基
づ
き
作
成
し
た
第
２
表
か
ら
、
次
の
よ
う
な
傾
向
を
指
摘
で
き
よ
う
。

ⅰ 

地
方
地
区
に
在
郷
給
人
が
多
い

ⅱ 

浦
百
姓
は
外
海
に
多
い
も
の
の
全
領
的
に
広
が
り
を
持
っ
て
存
在
す
る

ⅲ 

対
照
的
に
町
人
・
商
人
は
城
下
町
や
地
方
地
区
の
特
定
村
（
彼
杵
・
千
綿
・
川
棚
）
に
集
中
し
て
い
る

ⅳ 

職
人
層
も
地
方
・
向
地
地
区
に
偏
在
す
る
が
、
町
人
・
商
人
ほ
ど
の
集
中
度
は
な
い

ⅴ 

間
人
は
町
人
・
職
人
層
に
少
な
い
が
、
武
士
層
で
は
多
く
な
り
、
百
姓
と
り
わ
け
村
間
百
姓
は
相
対
的
に
多
く
、
間
人
が
本
百

姓
を
上
回
っ
て
い
る
村
も
あ
る

ⅵ 

医
者
・
宗
教
者
層
は
偏
在
傾
向
が
少
な
く
ほ
ぼ
全
領
的
に
い
る

ⅶ 

一
竈
（
軒
。
世
帯
）
当
た
り
の
人
数
は
、
地
方
地
区
が
少
な
く
向
地
、
さ
ら
に
内
海
・
外
海
地
区
ほ
ど
多
く
な
る
傾
向
が
窺
え
る

こ
の
よ
う
な
特
徴
の
背
景
に
も
触
れ
な
が
ら
、
地
域
の
人
々
と
そ
の
く
ら
し
の
あ
り
方
に
つ
き
以
下
に
み
て
み
よ
う
。

３
、
在
郷
す
る
武
士
た
ち

大
村
藩
領
社
会
の
大
き
な
特
色
は
、
在
郷
す
る
家
臣
（
武
士
身
分
）
の
存
在
で
あ
る
。
教
科
書
的
な
理
解
で
は
、
近
世
に
は
兵
農
分
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離
と
呼
ば
れ
る
政
策
に
よ
り
、
武
士
の
城
下
町
集
住
が
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
兵
と
し
て
の
武
士
の
動
員
が
よ
り
可
能
な
体
制
を
作
る

こ
と
、
ま
た
武
士
階
層
が
百
姓
層
（
農
民
身
分
）
と
直
接
的
な
関
係
を
結
ば
な
い
こ
と
、
と
い
う
主
に
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
後
者
は
、
在
村
す
る
武
士
（
在
郷
給
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
が
、
百
姓
へ
の
恣
意
的
な
収
奪
や
労
働
力
徴
用
を
さ
け
る
意
味
が
あ

る
。
武
士
の
直
接
的
な
所
領
（
知
行
地
）
支
配
（
地
方
知
行
）
が
改
め
ら
れ
、
米
支
給
（
形
式
的
な
所
領
指
定
が
あ
る
蔵
米
知
行
や
そ

れ
が
な
い
切
米
知
行
な
ど
）
に
切
り
替
え
ら
れ
在
村
を
禁
じ
る
藩
の
事
例
は
多
い
。
し
か
し
、
外
様
大
名
領
な
い
し
領
地
変
更
（
転
封
）

が
な
く
家
臣
（
武
士
）
の
伝
統
的
な
あ
り
方
を
重
ん
じ
る
風
潮
が
強
い
大
名
領
な
ど
の
場
合
は
、
地
方
知
行
形
態
が
継
続
さ
れ
、
ま
た

知
行
地
な
ど
へ
の
在
村
を
認
め
る
場
合
も
あ
り
）
11
（

、
大
村
藩
も
そ
の
よ
う
な
藩
の
一
つ
で
あ
る
。

大
村
藩
で
は
「
慶
長
高
帳
」（
慶
長
四
年
）
に
拠
れ
ば
、
と
く
に
地
方
地
区
に
は
、
中
世
来
の
在
地
領
主
に
系
譜
す
る
階
層
を
軸
に
、

郡
村
給
人
、
彼
杵
給
人
、
波
佐
見
給
人
な
ど
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
向
地
・
外
海
・
内
海
各
地
区
の
在
郷
給
人
は
西
方
衆
と
し
て

一
括
把
握
さ
れ
、
人
数
的
に
も
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
出
兵
後
、
こ
れ
ら
三
地
区
の
在
地
領
主
に
系
譜
す
る
家
臣
団
が
取
り
潰
さ

れ
た
か
ら
だ
。
第
２
表
で
向
地
・
内
海
・
外
海
三
地
区
の
在
郷
武
士
が
少
な
い
の
は
か
か
る
歴
史
的
背
景
が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
在

郷
給
人
は
藩
政
期
を
通
し
存
在
し
続
け
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
中
世
以
来
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
家
臣
団
対
策
（
御
一
門
払
）
や
検
地
実
施
（
慶
長
四
年
、
同
一
七
年
、
寛

永
八
～
九
年
）
な
ど
を
通
し
て
、
蔵
入
地
（
大
名
直
轄
地
）
の
設
定
や
知
行
地
割
替
え
に
伴
う
知
行
地
の
分
散
（
複
数
の
村
で
の
知
行

地
拝
領
）・
相
給
（
一
村
に
複
数
給
人
の
知
行
地
設
定
）
や
知
行
地
外
で
の
在
村
が
進
み
、
在
郷
給
人
と
村
社
会
と
の
排
他
的
関
係
は
変

容
し
た
。
ま
た
、
寛
文
年
間
に
は
、
郡
役
夫
（
城
普
請
や
治
水
灌
漑
な
ど
の
土
木
工
事
で
の
労
働
力
提
供
）
と
郷
役
夫
（
村
の
渡
河
・

道
路
・
架
橋
な
ど
の
工
事
へ
の
労
働
力
提
供
）
と
し
て
百
姓
へ
の
労
働
課
役
が
藩
に
よ
り
一
元
的
に
設
定
さ
れ
、
給
人
に
よ
る
百
姓
へ

の
恣
意
的
な
労
役
賦
課
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
11
（

。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
在
郷
給
人
に
加
え
、
鉄
砲
足
軽
の
設
定
や
新
田
開
発
で
の
取
立
な
ど
、
在
村
す
る
武
士
階
層
は
増
加
し
た
。
鉄
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砲
足
軽
は
大
村
喜
前
が
譜
代
小
身
侍
の
末
子
筋
目
を
選
び
、
鉄
砲
の
者
五
○
人
を
つ
く
り
、
鈴
田
村
に
お
い
て
諫
早
口
（
佐
賀
藩
領
）

の
押
さ
え
と
し
、
さ
ら
に
五
○
人
を
選
抜
し
、
藤
津
口
（
同
）
の
押
さ
え
と
し
て
江
串
に
お
い
た
。
都
合
一
○
○
人
と
な
る
。
以
後
、

取
立
、
立
身
ま
た
新
田
開
発
な
ど
で
人
数
が
増
加
し
、
石
高
四
石
宛
の
地
を
鈴
田
・
江
串
で
与
え
た
。
元
和
年
中
に
鈴
田
組
の
半
分
を

久
原
に
移
し
、
城
下
の
守
衛
と
し
た
（
百
人
衆
小
路
）。
大
村
（
玖
島
）
城
改
築
の
際
に
、
石
垣
普
請
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
筋
目
が
あ
る

者
で
手
垢
が
つ
く
こ
と
を
厭
っ
て
手
木
で
作
業
し
、
こ
れ
よ
り
石
普
請
を
職
業
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
寛
永
年
中
に
四
石
加

増
で
八
石
、
の
ち
に
六
石
に
減
石
さ
れ
、
四
・
五
月
と
九
・
一
○
月
の
四
ヵ
月
は
普
請
方
免
除
を
願
い
で
認
め
ら
れ
た
。
彼
ら
の
新
田

開
発
高
が
六
石
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
大
名
蔵
入
と
な
る
が
、
在
郷
足
軽
層
は
川
棚
・
波
佐
見
な
ど
に
も
漸
次
広
が
り
、
在
郷
給
人
と
も

あ
わ
せ
居
住
範
囲
が
拡
大
し
て
い
っ
た
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
三
一
九
、
三
一
三
～
四
頁
、
四
一
六
頁
）。

か
か
る
在
郷
武
士
の
在
村
形
態
は
、
知
行
地
（
地
方
知
行
）
の
村
に
居
住
す
る
者
、
知
行
地
以
外
に
居
住
す
る
者
、
蔵
米
取
な
が
ら

在
村
す
る
者
、
地
方
知
行
と
蔵
米
知
行
の
二
重
形
態
で
知
行
地
居
住
の
者
や
知
行
地
外
に
在
村
す
る
者
な
ど
、
知
行
形
態
と
居
住
形
態

と
を
基
準
に
し
七
形
態
に
整
理
で
き
る
）
11
（

。

子
細
に
み
れ
ば
在
郷
家
臣
の
形
態
は
静
態
的
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
代
々
浦
上
村
に
て
小
給
で
知
行
二
石
余
の
松
下
氏
は
、
村

の
作
奉
行
や
山
方
の
役
に
就
い
て
き
た
）
11
（

。
ま
た
、
同
じ
小
給
と
い
っ
て
も
分
家
筋
の
場
合
は
事
情
が
違
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
と
は
松

浦
氏
に
系
譜
す
る
峰
伊
右
衛
門
昌
行
は
大
村
喜
前
に
近
仕
し
、
肥
後
国
衆
一
揆
に
際
し
て
は
川
棚
給
士
（
給
人
）
や
足
軽
な
ど
都
合
一

五
○
人
を
率
い
天
草
へ
参
陣
、
朝
鮮
出
兵
に
も
従
軍
、
知
行
二
一
○
石
余
を
得
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
子
純
行
も
島
原
一
揆
鎮
圧
に
足

軽
三
○
人
を
率
い
参
陣
、
そ
の
子
昌
茂
は
宗
門
奉
行
に
就
い
た
。
し
か
し
徒
士
で
あ
っ
た
そ
の
弟
某
の
子
・
殿
助
は
三
浦
村
で
新
地
三

石
一
斗
余
を
開
発
し
て
小
給
と
な
っ
た
が
、
そ
の
地
位
は
養
子
や
そ
の
子
孫
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
殿
助
の
弟
・
某
は
間
人

と
し
て
江
串
村
に
住
し
た
）
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
在
郷
武
士
は
士
分
だ
が
、
先
祖
か
ら
子
孫
、
ま
た
親
族
集
団
で
み
た
場
合
、
必
ず
し
も
士
分

と
し
て
の
安
定
的
な
地
位
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。
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在
郷
武
士
は
少
な
い
拝
領
石
高
に
よ
る
生
活
の
糧
と
し
て
、
ま
た
、
開
発
地
の
分
知
取
立
や
家
格
上
昇
な
ど
を
目
途
に
耕
作
を
行
う

の
は
例
外
で
は
な
く
、
た
め
に
藩
は
、
耕
作
従
事
の
限
り
は
郡
代
の
下
知
（
指
示
）
に
従
う
も
の
と
し
）
11
（

、「
百
姓
地
を
か
か
へ
作
仕
候
者

之
儀
者
、
た
と
ひ
給
人
ニ
而
も
百
姓
並
之
役
可
申
付
事
）
11
（

」
と
百
姓
同
様
の
役
負
担
の
義
務
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
百
姓
と
は
違
う
特
権
を
持
ち
、
山
野
の
用
益
・
用
水
な
ど
で
の
不
平
等
利
用
が
認
め
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
牛
馬
で
の
一
ヵ

月
の
薪
取
定
日
は
、
馬
廻
以
上
一
○
日
間
、
大
給
よ
り
小
給
ま
で
六
日
間
、
足
軽
以
下
は
三
日
間
と
い
う
）
11
（

。
ま
た
給
人
耕
作
は
、「
小
身

の
士
、
本
意
に
は
あ
ら
す
候
得
共
、
耕
作
不
致
候
而
は
、
取
続
御
奉
公
相
成
間
敷
、
無
余
儀
思
召
上
」
て
藩
側
が
認
め
て
い
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、「
百
姓
共
の
土
地
を
貪
り
耕
作
致
候
て
は
、
百
姓
の
家
業
を
掠
め
」
る
た
め
「
筋
無
き
事
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
余
慶
（
計
）

之
土
地
買
込
、
自
分
致
耕
作
」
す
れ
ば
、「
百
姓
共
作
所
ニ
放
れ
、
難
儀
に
相
成
」
か
ら
だ
）
11
（

。
在
郷
武
士
の
百
姓
経
営
を
圧
迫
す
る
よ
う

な
自
作
（
耕
作
）
を
、
藩
は
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
憂
慮
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
低
い
禄
高
の
武
士
の
在
村
や
耕
作
を
、
藩
は
容
認
し

た
も
の
の
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
生
業
・
生
活
を
圧
迫
す
る
、
と
い
う
存
在
で
も
あ
っ
た
。

三
、
く
ら
し
の
あ
り
方

１
、
様
々
な
生
業

（
ａ
）
生
業
と
サ
イ
ク
ル

大
村
藩
領
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
業
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
日
常
的
な
く
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
を
重
視
し
つ
つ
み
て

お
こ
う
。

藩
が
享
保
一
九
年
、
い
わ
ゆ
る
享
保
飢
饉
に
関
し
幕
府
へ
提
出
し
た
現
状
報
告
に
は
、
人
々
の
生
業
の
特
色
が
端
的
に
表
現
さ
れ
る

（『
大
村
見
聞
集
』、
九
九
八
頁
）。
そ
こ
で
は
、
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ⅰ 

「
領
分
は
一
体
田
畑
少
な
く
野
山
多
く
、
海
広
き
所
故
先
年
よ
り
漁
事
ニ
而
勝
手
向
之
助
け
成
り
共
罷
り
成
り
」

 

ⅱ 

「
魚
漁
」
の
「
産
業
」
の
一
つ
は
「
鯨
組
」

 
ⅲ 
「
領
中
所
々
皿
山
こ
れ
有
り
、
瀬
戸
物
焼
き
出
し
」
で
「
右
之
場
所
は
数
多
之
人
も
入
り
込
み
渡
世
仕
り
」

 
ⅳ 
「
野
山
ニ
而
渡
世
仕
り
候
者
共
多
く
御
座
候
」

 

ⅴ 

「
塩
焼
（
製
塩
）・
瓦
師
・
炭
焼
等
之
家
業
之
者
も
御
座
候
」

と
指
摘
さ
れ
る
。
本
報
告
書
の
眼
目
は
、

 

ⅵ 

「
長
崎
も
不
繁
昌
故
、
漁
猟
の
品
交
易
不
束
」

 

ⅶ 

「
鯨
組
不
漁
」

 

ⅷ 

「
近
年
皿
山
衰
微
」

 

ⅸ 

「
次
第
人
民
殖
え
野
山
も
浅
く
罷
り
成
り
」

 

ⅹ 

「
樹
木
払
底
」

と
の
諸
産
業
不
振
の
訴
え
に
あ
る
が
、
大
村
の
人
々
の
生
業
が
田
畠
の
希
少
性
か
ら
海
産
や
林
産
に
も
比
重
を
お
き
、
本
来
は
豊
か
な

木
材
を
使
用
し
た
製
塩
・
瓦
業
や
炭
焼
き
な
ど
も
欠
か
せ
な
い
仕
事
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
田
畠
農
耕
に
限
ら
ず
い
ず
れ

の
生
業
も
そ
れ
一
つ
で
く
ら
し
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
難
し
く
、
例
え
ば
職
人
の
場
合
、
小
身
者
で
家
職
の
み
で
は
と
り
続
か
な
い
の

で
、
自
家
用
分
だ
け
の
耕
作
は
許
容
す
る
が
、
余
計
な
農
業
は
百
姓
を
難
儀
に
す
る
の
で
心
得
る
べ
き
と
さ
れ
た
）
11
（

。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
家
産
と
呼
べ
る
も
の
が
蓄
え
ら
れ
た
ろ
う
。
天
保
二
年
の
野
岳
村
の
小
さ
な
事
件
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
。
百

姓
儀
太
郎
の
伜
喜
太
郎
は
生
来
の
「
不
作
行
」
者
で
家
族
や
周
囲
の
者
が
意
見
を
加
え
て
も
用
い
ず
、
家
業
の
農
業
に
身
を
い
れ
ず
、

果
て
は
自
分
の
家
の
穀
物
・
家
財
・
農
具
・
馬
な
ど
ま
で
盗
み
だ
し
、
売
り
払
っ
て
家
計
困
窮
に
陥
っ
た
。
見
か
ね
た
儀
太
郎
は
息
子

を
た
し
な
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
喜
太
郎
は
父
に
悪
態
を
つ
き
、
戸
板
で
押
さ
え
踏
み
つ
け
に
及
ん
だ
。
七
月
一
四
日
の
こ
と
で
息
子
は
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揚
屋
に
禁
固
と
な
っ
た
）
11
（

。
本
事
件
で
、
一
般
的
は
百
姓
は
、
上
納
し
た
後
に
残
る
日
々
の
糧
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
穀
物
や
、
そ
れ
ら
の

生
産
収
穫
の
際
に
使
う
農
具
や
馬
な
ど
の
家
畜
を
、
い
わ
ば
家
産
と
し
て
家
別
に
持
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
（
共
同
所
持
利
用
の
分
も

想
定
さ
れ
る
）。
主
な
日
々
の
食
糧
は
、
上
納
対
象
に
は
な
ら
な
い
山
や
海
・
川
な
ど
で
の
採
集
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

領
内
の
諸
産
物
に
つ
い
て
は
、『
郷
村
記
』
の
「
山
野
土
産
之
事
」「
海
草
之
事
」「
売
出
物
之
事
」
お
よ
び
「
諸
運
上
并
諸
上
納
物
之

事
」
な
ど
の
記
事
が
参
考
に
な
る
）
11
（

。
売
出
形
態
は
、
振
売
（
行
商
）
な
ど
生
産
者
が
小
規
模
に
行
う
も
の
か
ら
問
屋
に
買
い
取
ら
れ
る

も
の
、
領
外
売
出
（
移
出
）
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
非
売
出
品
は
、
藩
に
納
入
さ
れ
た
り
自
家
消
費
に
当
て
ら
れ

よ
う
。
こ
の
う
ち
生
産
（
収
穫
）
者
の
基
本
で
あ
る
百
姓
の
生
業
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

田
・
畠
・
山
仕
事
、
半
農
半
漁
の
者
は
漁
労
も
行
い
、
生
産
物
を
行
商
す
る
も
の
も
い
た
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
生
活
の
糧
を
得
て
、
領

主
へ
年
貢
・
諸
役
を
納
め
る
。

以
下
は
「
見
聞
集
」（『
大
村
見
聞
集
』
八
九
四
～
九
九
頁
）
に
載
る
「
百
姓
田
」「
畑
」「
杣
方
」「
野
業
」
お
よ
び
「
海
川
・
内
海
魚

漁
並
磯
物
」「
外
海
魚
漁
并
磯
物
」
を
も
と
に
大
村
藩
領
に
住
む
百
姓
の
平
均
的
な
生
業
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
生
業
・
生
活
は

年
間
サ
イ
ク
ル
の
繰
り
返
し
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
年
中
行
事
の
性
格
も
持
と
う
。

百
姓
は
正
月
二
日
か
ら
働
き
始
め
る
。
田
の
鍬
入
初
め
で
あ
る
。
四
・
五
日
に
は
耕
作
開
始
だ
が
、
地
域
に
よ
り
二
月
か
ら
の
と
こ

ろ
も
あ
る
。
正
月
中
か
ら
二
月
に
か
け
、
早
田
・
中
田
・
晩
田
の
種
籾
の
準
備
を
し
、
二
月
始
め
頃
よ
り
苗
代
所
を
拵
え
る
。
二
月
二

○
日
頃
、
苗
代
所
に
草
を
入
れ
肥
や
し
を
か
け
、
そ
の
後
、
準
備
し
て
い
た
種
籾
を
苗
代
所
に
蒔
く
。
三
月
初
め
よ
り
田
の
畦
を
塗
り

固
め
、
田
に
水
を
入
れ
る
。
四
月
頃
よ
り
か
し
き
（
刈
敷
）
を
田
に
入
れ
、
中
し
ろ
（
代
掻
き
）
を
鋤
き
、
二
番
か
し
き
を
入
れ
、
さ

ら
に
焼
酒
か
す
・
鯨
の
骨
か
す
な
ど
を
加
え
る
。
焼
酒
か
す
は
、
畠
作
物
の
一
つ
で
大
村
地
方
の
主
要
食
・
甘
藷
を
原
料
に
し
た
焼
酎

粕
と
考
え
ら
れ
、
鯨
の
骨
は
深
沢
家
が
捕
鯨
業
を
営
ん
で
い
た
の
で
入
手
可
能
だ
ろ
う
。
外
海
地
区
で
は
こ
の
ほ
か
海
草
を
田
の
肥
料

と
し
て
用
い
た
。
四
月
二
四
・
五
日
頃
に
早
稲
を
植
え
る
。
こ
れ
は
種
籾
を
蒔
い
て
日
数
六
四
・
五
日
に
当
た
る
時
期
が
よ
い
と
い
う
。
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そ
し
て
五
月
一
○
日
頃
ま
で
に
中
田
・
晩
田
も
植
え
付
け
る
。
こ
れ
以
上
、
田
植
え
を
延
ば
し
て
は
収
穫
が
半
減
す
る
と
い
う
半
夏
生

（
夏
至
の
一
一
日
目
か
ら
五
日
間
）
の
前
に
当
た
る
。

他
方
、
畠
は
正
月
四
日
・
五
日
頃
よ
り
麦
に
肥
や
し
を
か
け
、
一
四
・
五
日
頃
よ
り
、
粟
・
稗
・
芋
・
野
稲
の
た
め
の
地
拵
え
を
行

い
、
二
月
一
四
・
五
日
頃
よ
り
、
野
稲
・
芋
・
粟
・
稗
・
麻
な
ど
を
段
々
に
作
る
。
春
彼
岸
に
ひ
と
も
し
（
葱
か
）
の
類
や
胡
瓜
、
三

月
に
瓜
を
作
る
。
ま
た
正
月
末
時
分
に
タ
バ
コ
苗
・
茄
子
苗
の
準
備
を
し
て
い
た
が
、
四
月
一
四
・
五
日
に
作
付
け
が
、
木
綿
と
と
も

に
さ
れ
る
。
同
時
期
に
麦
刈
も
あ
っ
た
。
五
月
半
夏
生
の
頃
に
大
豆
・
赤
豆
・
大
角
豆
な
ど
を
作
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
畠
の
草
取
り
が

続
く
。

田
で
も
早
稲
・
中
田
・
晩
田
の
草
取
り
が
六
月
初
め
頃
よ
り
始
ま
り
、
二
番
草
、
場
合
に
よ
り
三
番
草
ま
で
取
ら
れ
る
。
七
月
末
時

分
よ
り
早
稲
が
、
八
月
初
め
か
ら
二
○
日
に
か
け
て
中
田
、
さ
ら
に
同
二
四
・
五
日
頃
よ
り
晩
田
が
、
そ
れ
ぞ
れ
刈
り
取
ら
れ
る
。
田

刈
り
は
植
付
け
か
ら
日
数
八
○
日
時
分
が
よ
い
と
さ
れ
る
。

畠
（
畑
）
は
作
物
の
入
れ
替
わ
り
の
変
化
に
富
む
。
七
月
初
め
よ
り
蕎
麦
・
大
根
の
畠
が
拵
え
ら
れ
、
七
月
中
旬
頃
、
菜
・
大
根
・

蕎
麦
の
作
付
け
が
始
ま
る
。
夏
の
土
用
が
終
わ
っ
て
日
数
一
八
日
で
蕎
麦
作
り
を
す
る
と
の
伝
承
が
あ
っ
た
。
同
じ
頃
、
野
稲
・
稗
が

出
来
て
刈
り
取
ら
れ
る
。
八
月
初
め
頃
に
は
大
角
豆
・
粟
が
収
穫
、
同
じ
頃
、
小
麦
が
作
付
け
さ
れ
る
。
秋
の
彼
岸
あ
る
い
は
土
用
の

う
ち
が
小
麦
の
作
り
時
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
九
月
中
頃
か
ら
一
○
月
に
は
大
麦
が
作
ら
れ
る
。
一
○
月
二
○
日
頃
に
は
赤
豆
・
大
豆
・

芋
、
同
月
末
に
は
大
根
、
さ
ら
に
蕎
麦
の
収
穫
で
あ
る
。
一
一
月
初
め
よ
り
麦
の
肥
や
し
か
け
な
ど
の
世
話
で
年
を
越
し
た
。

畠
作
物
は
農
民
の
自
給
栽
培
と
し
て
日
常
生
活
に
用
い
ら
れ
た
。
芋
（
甘
藷
）
は
米
に
か
わ
る
主
食
と
し
て
役
割
は
大
き
く
、
享
保

一
七
年
、
蝗
虫
の
大
量
発
生
に
よ
り
西
日
本
を
襲
っ
た
飢
饉
に
際
す
る
、
米
麦
値
段
の
高
騰
の
な
か
で
も
（
第
３
表
参
照
）、
他
藩
ほ
ど

の
餓
死
者
が
で
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
芋
の
お
陰
と
さ
れ
る
（
後
述
）。

田
や
畠
で
の
作
付
け
と
収
穫
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
諸
作
業
の
合
間
を
ぬ
い
、「
農
業
の
い
と
ま
」
に
山
で
の
仕
事
を
す
る
。
と
く
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に
田
畠
の
仕
事
が
少
な
い
（
農
閑
期
）
九
月
か
ら
正
月
に
か
け
炭
焼
き
、
さ
ら
に
二
・
三
月
ま
で
、
旅
船

が
多
い
た
め
に
木
材
伐
採
、
ま
た
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
薪
も
「
不
断
切
取
」
と
頻
繁
に
さ
れ
る
。
農

作
業
が
忙
し
い
な
か
で
も
、
六
・
七
月
に
は
葛
取
り
、
八
・
九
月
は
竹
切
り
の
時
節
に
よ
い
。
な
お
竹
は

入
用
の
際
は
時
期
を
選
ば
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
専
ら
住
居
用
の
品
と
し
て
、
六
・
七
月
に
は
畳
茅
、
七
・

八
月
は
苫
・
茅
、
八
月
か
ら
一
○
月
に
か
け
て
は
萩
（
萩
垣
用
か
）、
九
月
か
ら
正
月
ま
で
は
屋
根
茅
が
そ

れ
ぞ
れ
切
り
取
ら
れ
た
。

年
間
を
通
し
、
内
海
（
大
村
湾
）
で
は
、
鯛
・
小
鰯
・
鰺
・
鱸
・
鯖
・
鱚
な
ど
が
釣
り
や
網
、
ま
た
烏

賊
・
蛸
な
ど
が
鉾
突
で
、
さ
ら
に
長
崎
俵
物
と
な
る
生
海
鼠
の
採
集
も
行
わ
れ
る
。
海
草
類
は
二
～
三
月

に
揚
が
る
。
外
海
で
は
鰹
・
鮪
・
海
老
さ
ら
に
鯨
突
が
目
立
ち
、
雲
丹
（
ウ
ニ
）
や
栄
螺
（
サ
ザ
エ
）・
蚫

な
ど
の
貝
類
、
和
布
（
ワ
カ
メ
）・
ひ
じ
き
な
ど
の
海
草
類
が
採
ら
れ
る
。
川
魚
で
は
、
鰻
・
鮎
・
鮒
・
白

魚
な
ど
を
季
節
に
応
じ
得
る
。
浦
百
姓
の
多
く
は
農
事
も
行
う
半
農
半
漁
で
行
商
も
行
っ
た
。
鯨
の
場
合

は
、
鯨
組
な
ど
資
本
投
下
（
大
村
藩
の
深
沢
家
な
ど
）
さ
れ
れ
ば
、
労
働
者
と
い
う
性
格
も
持
っ
た
。

（
ｂ
）
負
担
と
家
計

生
業
で
得
た
物
は
ま
ず
藩
に
納
め
る
。
大
村
藩
で
は
、
寛
永
八
年
の
三
回
目
の
検
地
で
年
貢
率
が
確
定

し
た
。
本
途
物
成
、
四
ッ
五
分
、
米
一
石
に
つ
き
四
斗
五
升
で
、
こ
れ
に
代
官
の
収
納
事
務
費
で
あ
る
口

米
・
九
升
と
村
役
人
費
用
の
夫
石
・
七
升
五
合
が
加
わ
り
、
こ
れ
ら
三
者
を
合
わ
せ
た
一
石
に
つ
き
五
斗

三
升
四
合
、
率
に
し
て
五
三
・
四
％
が
年
貢
米
で
あ
る
。
残
額
の
四
斗
六
升
六
合
が
収
入
に
な
る
の
か
と

い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
畠
な
ど
で
取
れ
る
特
産
物
に
も
課
税
さ
れ
る
建
前
で
、
寛
永
八
年
に
決
ま
っ
た

第３表　享保飢饉時の米麦値段
享保17年
５～７月

享保17年
７～11月

享保17年
11～12月

享保17年12月
～18年８月

18年８月末から
の内証値段 極上り詰値段

米 １ 俵 19匁５分 33匁 28匁 34匁 24匁５分 45匁～57匁
小麦１俵 14匁６分 17匁３分 21匁 25匁３分 18匁４分 33匁
大麦１俵 ９匁８分 11匁５分 14匁 17匁 12匁２分５厘 27匁
注）藤野保・清水紘一編『大村見聞集』991頁より作成。
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規
定
で
は
、
村
単
位
の
上
納
で
、
胡
麻
、
上
茶
、
竪
炭
、
薪
、
大
根
、
な
が
い
も
、
栗
、
萱
畳
、
い
ぐ
さ
、
稲
巻
、
す
り
糖
、
麻
柄
、

藁
、
飼
葉
な
ど
一
四
品
目
と
さ
れ
、
基
準
量
が
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
労
働
課
役
と
し
て
の
郡
役
夫
と
郷
役
夫
が
あ
る
。
前
者
は
治
水

潅
漑
な
ど
比
較
的
規
模
が
大
き
な
土
木
工
事
へ
の
従
事
課
役
で
、
一
五
～
六
○
歳
の
男
子
が
年
三
日
働
く
の
が
基
本
だ
が
、
文
化
年
間

に
銀
納
化
さ
れ
、
竈
（
世
帯
）
当
た
り
、
郡
役
夫
は
日
数
三
日
の
課
役
に
対
し
銀
三
匁
納
入
と
さ
れ
た
。
後
者
は
村
の
河
・
橋
・
道
な

ど
の
工
事
従
事
の
課
役
で
、
郡
役
夫
と
同
じ
基
準
で
課
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
、
現
物
納
を
基
本
と
す
る
本
途
物
成
・
口
米
・
夫
石
に
小
物
成
お
よ
び
労
働
課
役
と
し
て
の
役
夫
（
の
ち
銀
納
化
）
が
藩
へ

軒
（
竈
。
世
帯
別
）
別
に
納
め
る
負
担
の
基
本
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
民
は
さ
ら
に
賦
課
さ
れ
た
。
ま
ず
領
主
が
臨
時
に
徴
収
し
た
増
納
分
が
定
常
化
し
た
普
請
料

が
あ
る
。
村
出
目
米
・
公
役
賃
米
・
諸
出
目
と
称
さ
れ
る
の
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
村
役
人
に
か
か
る
諸
経
費
や
大
神
宮
・

多
羅
山
・
宝
円
寺
な
ど
特
定
寺
社
の
祭
礼
費
用
や
山
伏
祈
祷
者
・
座
頭
な
ど
村
廻
廃
止
に
伴
う
祈
祷
料
負
担
を
公
定
し
納
め
さ
せ
た
。

さ
ら
に
、
村
人
は
各
村
単
位
の
寺
社
や
山
伏
、
村
方
で
の
絵
踏
費
用
、
村
医
扶
持
な
ど
、
地
域
社
会
の
宗
教
者
や
医
療
者
な
ど
、
日
常

生
活
に
関
わ
る
人
々
を
経
済
的
に
抱
え
る
立
場
で
も
あ
り
、
相
応
の
公
的
負
担
が
求
め
ら
れ
た
。
負
担
額
に
は
倒
者
（
経
済
的
困
窮
者
）

な
ど
の
事
情
が
考
慮
は
さ
れ
た
が
、
地
域
の
共
同
体
的
な
生
活
維
持
を
目
途
に
藩
側
が
公
的
負
担
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

薪
供
用
を
名
目
と
し
た
薪
山
手
銀
、
朝
鮮
出
兵
時
の
船
い
か
り
の
綱
の
材
料
の
名
目
で
賦
課
さ
れ
定
常
化
し
た
家
別
苧
（
麻
苧
。
一
部

銀
納
）、
牛
馬
所
持
者
を
対
象
に
一
疋
当
た
り
銀
三
分
の
駄
口
銀
な
ど
は
、
臨
時
増
の
恒
常
化
、
受
益
者
負
担
な
ど
様
々
な
事
情
を
背
景

に
賦
課
さ
れ
た
。
ま
た
飢
饉
時
な
ど
の
村
の
臨
時
入
用
な
ど
の
名
目
で
義
倉
米
銭
な
ど
も
義
務
づ
け
ら
れ
た
（『
大
村
郷
村
記
』
第
六

巻
、
四
二
六
～
四
三
七
頁
）。

こ
れ
ら
の
負
担
は
、
村
人
に
は
か
な
り
の
出
費
だ
ろ
う
。
し
か
し
村
人
が
生
業
、
農
業
を
営
む
た
め
に
は
、
さ
ら
に
必
要
経
費
が
か

か
る
。『
郷
村
記
』
に
は
「
百
姓
農
具
入
目
」
が
各
村
ご
と
に
掲
載
さ
れ
る
。
一
年
一
軒
当
た
り
の
経
費
で
、
土
臼
・
箕
・
米
卸
・
斧
・
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鍬
・
鋤
・
馬
把
・
千
歯
な
ど
が
あ
が
り
、
農
具
ご
と
に
購
入
代
（
代
籾
）
が
記
さ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
数
年
単
位
で
交
換

す
る
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

 
鋤
壱
丁　

代
籾
弐
斗
二
升　

弐
ヶ
年
ニ
壱
丁
作
る
、
壱
ヶ
年
分
壱
斗
壱
升

と
一
ヶ
年
分
と
し
て
計
上
さ
れ
合
算
さ
れ
る
。
ほ
か
に
種
子
籾
や
肥
料
も
あ
る
。
肥
料
は
干
鰯
な
ど
金
肥
購
入
も
あ
ろ
う
が
、
普
及
度

が
低
い
た
め
か
（
海
草
や
人
糞
肥
料
が
主
流
）、
計
上
さ
れ
な
い
。

以
上
、
村
人
は
生
業
に
よ
る
一
定
の
生
産
を
あ
げ
る
も
の
の
、
藩
へ
の
納
入
の
ほ
か
、
村
社
会
で
の
生
活
や
生
業
に
欠
か
せ
な
い
必

要
経
費
も
重
な
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
村
人
一
軒
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
、
い
わ
ば
家
計
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
郷
村
記
』

の
記
述
か
ら
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
を
介
し
、
幕
末
期
の
百
姓
経
営
の
実
相
に
つ
き
垣
間
見
る
の
は
で
き
る
。
大
村
藩
領
に
お
け
る
蔵
入

地
百
姓
（
蔵
百
姓
）
の
平
均
所
持
面
積
は
約
八
反
、
知
行
地
（
私
領
）
百
姓
は
三
反
で
あ
る
）
11
（

。『
郷
村
記
』
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
蔵
入

地
の
領
民
実
態
を
軸
に
調
査
、
記
述
さ
れ
て
お
り
、
田
三
反
と
畠
五
反
の
耕
作
モ
デ
ル
を
掲
げ
る
の
は
、
相
応
の
実
態
反
映
と
み
な
せ

る
。
た
だ
、
地
力
に
は
差
が
あ
る
。
近
世
前
期
、
寛
永
八
～
一
○
年
の
検
地
に
際
し
、
大
村
藩
で
は
、
田
で
上
々
田
一
石
八
斗
か
ら
四

下
田
八
斗
、
ま
た
畠
で
上
々
畠
七
斗
か
ら
四
下
畠
六
升
、
そ
れ
ぞ
れ
七
段
階
も
の
等
級
を
設
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
地
力
の
差
は
幕

末
段
階
で
も
解
消
さ
れ
ず
、『
郷
村
記
』
で
も
田
・
畠
を
上
・
中
・
下
に
区
分
し
て
い
る
。
百
姓
所
持
面
積
が
八
反
に
し
て
も
、
同
一
地

力
の
耕
作
地
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
同
一
地
力
の
「
中
田
」（
一
反
当
た
り
籾
一
二
俵
。
一
俵
は
三
斗
一

升
。『
大
村
郷
村
記
』
第
六
巻
、
四
二
七
頁
）
を
三
反
と
「
中
畠
」
を
五
反
、
計
八
反
を
耕
作
す
る
萱
瀬
村
の
百
姓
を
想
定
し
よ
う
（『
大

村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
萱
瀬
村
）。

中
田
三
反
を
耕
作
す
る
場
合
、
収
穫
高
は
五
石
四
斗
六
升
で
俵
に
詰
め
る
と
三
六
俵
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
俵
一
斗
三
升
一
合

が
蔵
納
（
本
途
物
成
・
口
米
・
夫
石
相
当
）、
一
俵
一
斗
八
升
が
普
請
会
所
納
め
（
普
請
料
）、
九
俵
六
升
二
合
は
公
的
支
出
の
村
出
目
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米
・
公
役
賃
米
お
よ
び
私
的
支
出
の
種
子
籾
・
農
具
料
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
内
訳
は
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
う
ち
別
記
さ

れ
る
農
具
料
は
、
一
四
種
類
の
農
具
代
（
こ
の
ほ
か
部
品
〔
鍬
刃
先
〕
と
修
復
〔
千
歯
〕
代
を
含
む
）
と
し
て
、
一
ヵ
年
代
籾
で
九
俵

一
斗
三
升
の
費
用
が
計
上
さ
れ
、
収
穫
高
の
二
六
・
一
％
が
農
具
（
整
備
）
代
で
、
か
な
り
高
額
と
な
る
。
ち
な
み
に
種
子
籾
・
村
出

目
米
・
公
役
賃
米
・
農
具
料
と
し
て
あ
が
る
九
俵
六
升
二
合
を
上
回
っ
て
計
算
が
合
わ
な
い
が
、
た
め
に
、
こ
の
な
か
に
は
諸
出
目
（
共

同
体
維
持
の
性
格
が
強
い
支
出
）
が
含
ま
れ
な
い
可
能
性
が
高
く
、
別
途
支
出
で
あ
っ
た
ろ
う
（
後
述
）。

以
上
を
差
し
引
き
百
姓
の
手
許
に
残
る
（
作
得
）
の
は
五
俵
二
斗
二
升
七
合
（
俵
換
算
で
五
・
七
三
俵
）、
収
穫
高
の
一
五
・
九
％
に

過
ぎ
な
い
。
な
お
こ
れ
は
籾
高
で
、
脱
穀
後
の
実
質
的
な
米
高
は
二
俵
二
斗
六
升
三
合
五
勺
で
あ
る
。
一
俵
を
六
○
㎏
と
す
れ
ば
、
約

一
七
一
㎏
。
こ
れ
が
、
中
田
の
場
合
の
年
間
消
費
可
能
米
量
で
あ
る
。

畠
（
中
畠
）
は
連
作
作
物
と
な
り
や
や
複
雑
で
あ
る
。
五
反
の
う
ち
、
例
え
ば
、
三
反
は
大
麦
（
一
反
当
た
り
四
俵
収
穫
）、
一
反
は

小
麦
（
同
二
俵
一
斗
）、
一
反
は
大
豆
（
同
一
俵
一
斗
五
升
）
を
作
り
、
合
わ
せ
俵
数
で
一
五
俵
二
斗
五
升
（
俵
換
算
で
一
五
・
七
八

俵
）
の
収
穫
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
反
は
蕎
麦
（
三
俵
）、
五
畝
は
粟
（
一
俵
一
斗
五
升
）、
二
反
は
芋
（
甘
藷
）、
一
反
五
畝
は
大
角

豆
・
麻
・
木
綿
・
飼
葉
・
野
菜
諸
類
を
作
る
。
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
お
よ
び
蕎
麦
・
粟
の
収
穫
高
合
計
は
二
○
俵
一
斗
で
、
こ
の
う
ち

二
斗
七
升
が
蔵
納
め
、
二
斗
二
升
が
普
請
会
所
納
め
、
四
俵
一
斗
三
升
二
合
が
、
種
子
・
村
出
目
米
・
公
役
賃
米
と
し
て
納
入
さ
れ
、

残
り
六
俵
七
升
八
合
（
俵
換
算
で
六
、
二
五
俵
）、
収
穫
高
の
三
九
・
六
％
が
手
許
に
残
り
、
さ
ら
に
大
角
豆
・
麻
・
木
綿
・
飼
葉
・
野

菜
諸
類
は
納
入
不
要
で
、
こ
れ
ら
が
作
得
と
な
る
。
見
方
に
も
よ
る
が
、
収
穫
量
に
対
す
る
作
得
率
か
ら
す
れ
ば
、
畠
作
が
田
作
よ
り

有
利
で
あ
っ
た
。

上
と
下
に
つ
い
て
も
簡
単
に
み
よ
う
。
上
田
三
反
の
収
穫
高
は
四
五
俵
、
作
得
分
は
一
一
俵
二
升
八
合
で
、
作
得
率
は
二
四
・
六
％
、

上
畠
五
反
の
収
穫
高
は
二
六
俵
に
大
角
豆
や
野
菜
諸
類
、
作
得
分
は
九
俵
一
斗
七
升
で
、
作
得
率
は
三
六
、
七
％
、
大
角
豆
や
野
菜
諸

類
は
納
入
不
要
で
あ
る
。
ま
た
、
下
田
三
反
の
収
穫
高
は
三
○
俵
、
作
得
分
は
三
俵
一
斗
二
升
三
合
で
、
作
得
率
は
僅
か
に
一
一
・
三
％
、
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下
畠
五
反
の
収
穫
高
は
一
三
俵
一
斗
に
大
角
豆
や
野
菜
諸
類
、
作
得
分
は
一
俵
一
斗
八
升
一
合
で
、
作
得
率
も
一
一
・
九
％
、
た
だ
大

角
豆
や
野
菜
諸
類
は
納
入
不
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
に
く
ら
べ
れ
ば
上
の
作
得
率
は
よ
く
下
は
極
端
に
悪
い
。
し
か
し
、
総
じ
て
、
米
や
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
・
蕎
麦
・

粟
な
ど
、
納
入
負
担
義
務
が
あ
る
主
要
な
穀
物
類
の
作
得
は
少
な
く
、
そ
の
分
を
納
入
義
務
が
な
い
大
角
豆
・
麻
・
木
綿
・
飼
葉
・
野

菜
諸
類
な
ど
で
、
生
活
の
自
給
度
を
高
め
、
交
換
や
売
却
に
よ
る
手
立
て
に
よ
る
現
物
・
現
銀
収
入
の
手
立
て
も
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
共
同
体
（
村
）
維
持
の
性
格
が
強
い
諸
出
目
は
、
以
上
の
支
出
分
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幸

い
に
そ
の
軒
別
負
担
額
は
別
記
部
分
で
か
な
り
わ
か
る
。
萱
瀬
村
の
場
合
を
列
記
す
れ
ば
、
大
神
宮
初
穂
料
と
し
て
一
一
○
～
二
○
文
、

宝
円
寺
祈
祷
料
が
銭
三
文
、
多
羅
山
祭
礼
初
穂
米
と
し
て
米
五
合
一
勺
～
一
合
六
勺
、
藩
と
関
わ
り
深
い
観
音
寺
・
快
行
院
な
ど
の
宗

教
者
へ
米
一
升
四
合
九
勺
か
ら
四
合
六
勺
、
郡
方
雨
乞
い
費
用
で
銭
七
文
、
八
幡
宮
・
春
日
社
札
料
な
ど
で
四
八
文
、
牛
痘
種
代
（
天

然
痘
対
策
）
と
し
て
銭
四
文
、
横
目
方
費
用
に
銭
二
四
文
、
村
医
二
人
扶
持
と
し
て
米
と
麦
で
そ
れ
ぞ
れ
一
升
二
合
～
五
合
、
山
伏
宝

蔵
院
の
家
祓
料
に
米
一
升
五
合
、
念
仏
・
奉
加
代
と
し
て
正
法
寺
納
分
が
銭
九
五
文
、
同
じ
く
西
教
寺
納
分
が
銭
一
一
九
文
と
同
寺
扶

持
と
し
て
米
と
大
麦
を
そ
れ
ぞ
れ
一
升
、
絵
踏
代
（
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
と
し
て
の
踏
み
絵
実
施
費
用
）
と
し
て
一
人
前
（
こ
れ
は
一
軒

当
た
り
の
軒
別
で
は
な
い
）
銭
二
三
文
な
ど
が
計
上
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
個
別
に
は
大
き
な
額
で
は
な
く
、
ま
た
既
述
の
ご
と
く
倒
者
は
予
め
納
入
対
象
者
か
ら
は
ず
さ
れ
、
さ
ら
に
納
入
額
も
家

計
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
か
、
幅
が
設
け
て
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
者
納
め
を
中
心
に
多
く
の
費
目
支
出
は
、
や
は
り
か
な
り
負
担
だ
ろ

う
。
本
来
、
宗
教
は
民
の
く
ら
し
に
自
然
と
根
付
く
性
格
を
持
と
う
が
、
大
村
藩
領
で
は
寺
社
・
山
伏
な
ど
と
祈
祷
者
を
領
主
が
経
済

的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
絵
踏
み
費
用
の
個
人
別
負
担
も
合
わ
せ
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
の
根
深
さ
が
み
え
る
。
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（
ｃ
）
家
船

大
村
藩
に
特
徴
的
な
く
ら
し
の
あ
り
方
に
「
家
船
」
が
あ
る
。
陸
上
に
生
活
拠
点
を
お
か
ず
船
上
で
生
業
を
営
み
生
活
す
る
形
態
は
、

東
南
ア
ジ
ア
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
海
岸
地
域
や
大
河
川
流
域
に
確
認
で
き
る
）
11
（

。
こ
れ
は
一
般
的
に
「
家
船
」（
え
ぶ
ね
）
と
呼
ば
れ
、
日
本

列
島
で
は
瀬
戸
内
海
域
に
集
中
的
に
み
ら
れ
る
ほ
か
、
日
本
海
側
や
太
平
洋
側
に
散
在
す
る
が
、
九
州
北
西
部
も
そ
の
存
在
が
目
立
ち
）
1（
（

、

歴
史
的
に
は
大
村
藩
領
外
海
地
区
の
瀬
戸
を
中
心
に
嘉
喜
浦
お
よ
び
崎
戸
に
存
在
し
た
。

家
船
の
由
緒
を
記
し
た
史
料
）
11
（

に
拠
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
初
め
、
大
村
領
主
・
大
村
純
伊
は
有
馬
氏
と
の
中
岳
合
戦
に
敗
れ
、
玄
界
灘

の
孤
島
・
加
々
良
島
（
加
唐
島
）
に
敗
走
す
る
際
、
外
海
の
家
船
衆
が
純
伊
の
逃
走
を
助
け
、
純
伊
の
本
領
回
復
を
祈
願
し
、
伊
勢
・

多
賀
両
宮
へ
参
拝
し
た
時
も
家
船
衆
の
船
を
用
い
た
と
い
い
、
こ
の
功
績
で
、
以
後
、
領
海
内
は
勝
手
次
第
に
漁
が
で
き
た
と
さ
れ
る
）
11
（

。

『
郷
村
記
』
に
拠
れ
ば
、
瀬
戸
村
の
六
三
艘
（
男
一
五
八
人
、
女
一
五
一
人
）、
嘉
喜
浦
に
三
八
艘
、
崎
戸
浦
に
二
九
艘
が
あ
っ
た
。

瀬
戸
村
の
場
合
、
三
枚
帆
ほ
ど
の
船
に
妻
子
も
乗
り
組
み
、
冬
春
は
蚫
を
採
り
、
四
月
よ
り
六
月
ま
で
は
葛
網
を
引
き
、
七
月
よ
り

九
月
ま
で
は
、

網
を
引
き
、
ま
た
常
に
鉾
を
も
っ
て
魚
を
突
き
渡
世
す
る
。
惣
領
が
壮
年
と
な
り
、
嫁
を
取
り
船
を
譲
る
に
は
胴
の

間
を
渡
し
、
親
は
艫
（
と
も
）
の
間
に
隠
居
す
る
と
い
う
。
公
儀
（
藩
）
へ
献
上
の
切
熨
斗
仕
立
て
の
蚫
取
り
に
毎
年
江
島
へ
出
勤
す

る
。
瀬
戸
村
か
ら
の
台
所
納
物
の
一
つ
と
し
て
蚫
四
二
盃
が
、
年
始
・
歳
暮
の
二
回
、
崎
戸
と
嘉
喜
浦
の
家
船
が
舫
い
、
瀬
戸
家
船
は

隔
年
に
城
内
台
所
へ
納
め
た
。
な
お
瀬
戸
浦
で
は
全
戸
数
の
一
割
、
一
艘
当
た
り
平
均
五
人
と
な
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
五
巻
、
四
五

九
頁
）。

嘉
喜
浦
の
家
船
の
場
合
、
家
船
の
者
同
士
で
嫁
取
り
し
、
外
の
社
会
の
人
々
と
婚
姻
の
縁
を
結
ば
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
浦
に
は
古

く
か
ら
住
し
た
が
、
文
政
元
年
、
藩
は
黒
瀬
村
の
寺
島
へ
移
住
さ
せ
、
本
竃
に
野
地
一
段
、
局
住
居
の
者
に
五
畝
宛
、
上
納
無
し
で
与

え
居
宅
を
構
え
さ
せ
た
。
こ
れ
は
船
住
居
し
て
き
た
家
船
の
者
が
、
病
気
や
大
風
の
際
に
難
渋
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
後
、
寺
島
で
牧
場

が
再
開
さ
れ
、
旧
の
よ
う
に
嘉
喜
浦
・
崎
戸
へ
帰
住
し
、
同
浦
支
配
と
な
っ
た
。
か
つ
嘉
喜
浦
の
内
よ
り
三
段
ほ
ど
、
請
山
に
し
て
家
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船
の
人
々
へ
渡
さ
れ
た
（『
大
村
郷
村
記
』
第
六
巻
、
三
一
○
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
家
船
の
人
々
の
陸
あ
が
り
の
動
向
も
江
戸
時
代
後

期
に
は
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
根
拠
地
に
近
い
農
民
の
な
か
か
ら
、「
ツ
ケ
ヤ
ド
」
と
呼
ぶ
家
を
一
軒
だ
け
選
び
、
こ
れ
と
特
定
の
関
係
を
持
っ
た
。
季
節
に

応
じ
、
不
要
な
衣
類
を
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
魚
突
き
の
鉾
に
あ
て
る
竹
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
、
炉
の
上
に
吊
し
て
、
い
ぶ
し
て
も

ら
う
な
ど
し
た
。
瀬
戸
で
は
、
裕
福
な
農
家
は
、
四
～
五
戸
の
家
船
の
ツ
ケ
宿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
農
村
と
の
間
で
家

船
の
魚
と
麦
・
甘
藷
な
ど
と
の
交
換
も
行
わ
れ
、
こ
れ
を
「
カ
エ
キ
」
と
称
し
た
。
カ
エ
キ
は
海
岸
か
ら
の
一
定
範
囲
に
限
ら
れ
た
が
、

瀬
戸
家
船
で
は
、
一
艘
に
つ
き
二
～
五
軒
の
一
定
し
た
交
換
先
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
ト
ク
イ
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
家
船
相
互
で
ト
ク

イ
を
横
取
り
し
な
い
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ト
ク
イ
の
な
か
で
親
密
な
家
を
、
家
船
側
で
は
「
イ
ト
コ
」
あ
る
い
は
「
シ
ン
ル

イ
」
と
称
し
、
こ
の
よ
う
な
家
に
海
産
物
を
贈
り
、
五
節
句
な
ど
に
招
待
さ
れ
る
の
が
楽
し
み
で
あ
っ
た
と
い
う
）
11
（

。
な
お
こ
の
宿
を
め

ぐ
っ
て
は
、
家
船
の
人
々
の
衣
類
や
道
具
類
の
保
管
よ
り
は
、
収
穫
物
の
販
売
や
保
存
加
工
の
た
め
の
集
荷
問
屋
的
な
性
格
を
も
っ
た

「
廻
船
問
屋
」
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

と
こ
ろ
で
、
家
船
の
人
々
は
蔑
視
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
瀬
戸
家
船
の
人
は
「
赤
猫
」
と
い
う
言
葉
を
嫌
っ
た
と
い
う
。
赤
猫
と
は

水
田
に
い
る
イ
モ
リ
の
こ
と
で
、
イ
モ
リ
は
時
々
水
面
に
で
て
息
を
吸
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
も
ぐ
り
の
様
に
例
え
、
地
域
民
と
の
間

に
い
さ
か
い
も
生
じ
た
）
11
（

。

（
ｄ
）
商
工
業
種

領
内
の
商
工
業
は
、
製
造
・
販
売
ま
た
購
入
な
ど
を
通
し
て
人
々
の
く
ら
し
を
支
え
る
。
第
４
表
は
領
内
商
工
業
者
の
概
要
を
示
す

た
め
に
、
飲
食
・
薬
種
、
衣
料
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
し
作
成
し
た
が
、
そ
の
有
り
様
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
『
郷
村

記
』
に
は
運
上
を
納
め
た
業
種
を
各
村
ご
と
に
確
認
で
き
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
基
づ
き
作
表
し
た
。
し
か
し
運
上
を
納
め
な
い
場
合
も
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第４表　領内商工業種

業　　種 運　上　銀
軒　　　　数

地　方 向　地 内　海 外　海

飲食・薬種
関 係

酒屋 19貫856匁５分 46 20 19 46
糀屋 ６貫742匁６分４厘 93 11 21 31
豆腐屋 　　810匁 94 7 4 48
蒟蒻屋 　　 28匁５分 7 1 3
肴屋 　　 ４匁 1
味噌醤油屋 　　103匁 4 2
素麺塩小売 　　 73匁 2
素麺問屋・小売 　　 20目 4
米屋 １貫 80目 22 8 8
魚問屋 １貫500目 2
塩問屋・塩売 　　123匁５分 5 1 18 11
薬種屋・丸散薬 　　408匁 4

衣 料 関 係

染屋 ３貫300目２分５厘 72 14 24 43
綿屋 ４貫625匁 32 7 15 22
呉服屋 　　 64匁５分 1 1
藍問屋 　　100目 2

鉄製品・鉱
産 関 係

鋳物師屋 　　129匁 2
鍛冶屋 ２貫203匁７分５厘 48 6 15 37
銕鋼売 　　 ７匁５分 1
銕釘小売 　　 21匁５分 1
鍋釜売 　　 21匁５分 1
石炭問屋 　　300目 1

工芸・加工
関 係

紙漉 　　383匁 77 2
蝋・油絞・油小売 ２貫 19匁 38 1 3 4
鬢付屋 　　 35匁 2 1
小間物売 　　216匁 14 2
たばこ屋 　　 15匁 1
薪屋 　　 90目 3
干鰯問屋 　　 80目 1

窯 業 関 係
皿山 12貫129匁２分 3
瓶山 　　 60目 1
瓦焼 　　240目 17 2 1 4

流通・金融
関 係

問屋 ５貫351匁 4 2 10 19
諸色問屋 　　 43匁 1
船問屋 　　265匁 2
小店・出店小売 　　341匁５分 1 2 47
居商人 　　 33匁 5
質屋 ３貫829匁５分 13 3 2 10

注）  藤野保編『大村郷村記』第１巻29～31頁および各村の「請運上并諸納物之事」より作成。銀は称
量貨幣で１貫は1000匁（１匁＝１目＝3.75ｇ）。



─ 113 ─

藩
領
社
会
の
人
々
と
く
ら
し

あ
り
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
。
第
５
表
は
、
大
村
（
玖
島
）
城
下
の
商
人
に
つ
い
て
、
か
か
る
運
上
の
有
無
に
基
づ
き
作
表
し
た

も
の
で
、
む
し
ろ
運
上
を
納
め
な
い
商
人
が
多
様
で
、
総
じ
て
小
規
模
（
小
商
人
）
な
様
子
が
推
測
で
き
る
が
、
運
上
を
納
め
る
商
人

も
商
売
時
期
は
限
定
的
で
、
専
業
化
の
程
度
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
ま
た
運
上
を
納
め
る
場
合
、
そ
の
額
は
業
種
に
よ
り
相
違
し
、

同
業
種
で
も
、「
半
運
上
」
な
ど
の
条
件
で
同
額
と
は
限
ら
な
い
（『
大
村
郷
村
記
』
第
四
巻
、
三
八
六
頁
、
形
上
村
）。
し
か
し
、
第
４

表
に
よ
り
領
内
商
工
業
者
の
業
種
・
産
品
の
種
別
や
地
域
別
の
お
よ
そ
の
動
向
は
理
解
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
株
で
軒
数
化
さ
れ
な
い
も
の
は
多
く
、
こ
こ
で
も
兼
業
的
な
性
格
の
強
さ
が
指
摘
で
き
る
。
そ
も
そ
も
株
付
与
は
藩
に
よ

る
商
工
業
育
成
と
保
護
の
役
割
を
持
っ
た
。
天
保
一
一
年
一
○
月
、
地
方
地
区
の
松
原
よ
り
三
浦
ま
で
の
小
商
売
は
、
無
株
禁
止
と
さ

れ
た
。
一
方
、
城
下
町
と
彼
杵
町
で
は
、
酒
造
・
酒
造
付
糀
・
場
売
糀
・
染
屋
・
質
屋
・
種
油
搾
・
薬
種
・
丸
散
・
魚
問
屋
・
鋳
物
師

の
株
以
外
は
、
願
に
及
ば
ず
勝
手
次
第
商
売
と
し
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
菓
子
屋
（
鈴
田
村
）、
豆
腐
屋
・
細
物
屋
・
荒
物
屋
（
池
田
分
）、

豆
腐
屋
・
細
物
屋
（
久
原
分
）、
産
物
諸
色
売
弘
所
（
下
岳
村
）、
お
こ
し
や
（
竹
松
村
）、
塩
坐
・
素
麺
問
屋
（
瀬
戸
浦
）
な
ど
の
株
が

減
じ
ら
れ
、
商
売
参
入
が
し
や
す
い
環
境
が
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
在
町
な
ど
商
売
の
環
境
が
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
は
株
付
与
で
育
成

す
る
が
、
城
下
町
や
そ
の
周
辺
は
株
を
少
な
く
し
勝
手
商
売
化
し
た
。
た
だ
主
要
な
も
の
は
株
仕
立
て
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
（『
九
葉

実
録
』
第
四
冊
、
二
○
四
頁
）。

ま
た
、
小
間
物
屋
と
木
綿
屋
（『
大
村
郷
村
記
』
三
巻
、
川
棚
村
、
二
○
八
頁
）、
酒
屋
附
糀
屋
（『
大
村
郷
村
記
』
四
、
一
四
七
頁
、

時
津
村
）、
味
噌
醤
油
・
蒟
蒻
（
時
津
村
、
一
四
七
頁
）
な
ど
、
明
ら
か
な
兼
業
も
あ
り
、
作
表
（
第
４
表
）
に
際
し
、
同
質
性
が
高
い

も
の
は
、
筆
頭
の
業
種
、
同
質
性
が
低
い
場
合
は
、
別
業
種
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

な
お
労
働
者
を
雇
用
し
て
運
上
の
み
を
納
め
た
賃
綿
弓
（
綿
打
ち
業
）
な
ど
も
あ
る
が
（
福
重
村
、『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
一
○

八
頁
）、
軒
数
と
し
て
あ
が
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
運
上
を
納
め
る
も
の
の
、
軒
数
化
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
軒
数
に
組
み
入
れ
て
い
な

い
。
既
述
の
よ
う
に
運
上
を
納
め
な
い
場
合
も
多
く
見
ら
れ
、
か
か
る
実
態
を
想
定
す
れ
ば
、
小
規
模
な
が
ら
も
生
業
の
一
部
と
し
て
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第５表　大村城下町商人
商　人 軒　　数 商売時期 運上銀 値　段　基　準 備　　　考

運
上
相
納
商
人

酒屋 11軒
10月～12月作
り込み。２～
３月焼酒煎

86匁 毎年米御立直次第

糀屋 ９軒 ８月～２月 22匁 米１斗につき１斗１升、
９月末より１斗３升替

豆腐屋 11軒
９月～３月。
他は誂えがあ
る時分

10匁 毎年大豆相場次第

素麺屋 ３軒 ５月～８月 20目 毎年大豆相場次第
打綿屋 29軒 ８月～４月 35匁 年々相場次第

紙屋 １軒 １枚充
相定

他所より持来町中商人に
相渡す紙に一切判形仕口
銭取

他領より調売出し

目籠商売 目籠札33枚 １枚に
付６匁 肴諸色受置振売

運
上
無
き
商
人

呉服屋 ４軒。其外小
商人は定無し 年々元買相応に商売 京・大坂・長崎・佐

賀より調置売出し

油屋 １軒。其外小
商人は定無し 年々元買相応に商売 木の実種油・鯨油

商売

魚屋 ５軒。其外小
商人は定無し 時々元買相応に売出し 外海・内海・長崎・

諫早より調置売出し

米屋 11軒 御上米売延に受
取り不断商売

毎年御立直に売出し。１
俵につき３升の利分

味 噌 ・
酢・醤油
屋

７軒。但し少
し充の商売有
り

味噌は上中下相究め、
年々大豆直段次第。酢は
年々米相場次第直段相究
め。この内御台所酢差上
げ。醤油値段、年々大
豆・麦相場次第

菓子屋
３軒。１軒は誂の
重の内など望み
次第に拵え出し

元買相応に売出し
饅頭其外商売。焼
菓子の類長崎より
調置。

飴屋 定無し 年々相場次第に少し充商売
木菓子売 定無し 年々相場次第に少し充商売

茸屋 １軒。其外小
商人は定無し

茅瀬山より
時々調置商売 毎年相定 斤目・升目に売出し

こんにや
く屋 ５軒 ９月～３月 元買相応に売出し

細物屋 14軒 不断商売 元買相応に売出し 京・大坂・長崎よ
り調置

びん付屋 ４軒 不断練置商売 定有り
蝋または松脂と油
を練り合わせた鬢
付油商売

もとゆい
売 定無し 元買相応に売出し 佐賀より元結（髻

を結う紐）調置

焼物屋 １軒。其外小
商人は定無し 元買相応に売出し 波佐見より調置

注）  藤野保・清水紘一編『大村見聞集』892～894頁より作成。
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の
商
売
の
兼
業
実
態
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

皿
山
が
あ
る
波
佐
見
上
村
で
は
、
宿
米
屋
一
軒
と
皿
山
米
屋
二
軒
と
の
米
屋
棲
み
分
け
が
み
ら
れ
た
り
、
皿
山
薪
屋
三
軒
、
皿
山
揚

酒
屋
の
よ
う
に
、
地
域
産
業
に
特
化
し
た
商
売
（
皿
山
使
用
の
燃
料
・
薪
）
が
営
ま
れ
た
（『
大
村
郷
村
記
』
第
三
巻
、
波
佐
見
上
村
、

二
八
八
頁
）。
ま
た
、
商
売
関
係
の
運
上
が
み
ら
れ
な
い
村
が
あ
る
一
方
（
向
地
の
浦
上
北
村
・
浦
上
家
野
村
）、
外
海
で
は
商
売
業
種

が
多
い
（
瀬
戸
、
雪
浦
、
神
浦
）。

運
上
銀
に
着
目
す
れ
ば
、
藩
が
関
わ
る
皿
山
や
、
軒
数
が
多
く
金
融
業
的
性
格
の
併
有
も
想
定
さ
れ
る
酒
屋
・
糀
屋
な
ど
を
除
け
ば
、

運
上
額
は
多
い
と
は
い
え
ず
、
幕
末
期
に
多
様
な
商
工
業
種
の
展
開
は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
兼
業
的
な
零
細
業
種
が
主
流
で
、
商
工

業
の
自
立
的
展
開
（
専
業
化
）
の
度
合
い
は
低
く
、
人
々
の
く
ら
し
の
基
本
は
自
給
経
済
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま

た
、
地
方
地
区
に
諸
業
種
が
集
中
す
る
と
い
う
偏
在
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
た
だ
内
海
・
外
海
両
地
区
に
塩
問
屋
・
塩
売
り
、
ま
た
外

海
地
区
に
問
屋
・
小
店
・
出
店
小
売
な
ど
が
多
い
の
は
注
目
さ
れ
る
。
漁
獲
物
の
塩
加
工
や
船
運
を
利
用
し
た
流
通
が
小
売
も
巻
き
込

み
相
応
に
展
開
し
て
い
た
事
情
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
外
目
（
海
）
廻
村
見
聞
書
上
）
11
（

」
に
よ
れ
ば
、
藩
役
人
が
廻
村
中
の
万
治
三
年
七

月
、
雪
浦
村
に
は
、
播
磨
船
二
艘
・
四
国
船
三
艘
が
、
材
木
・
こ
り
木
（
樵
木
。
薪
用
な
ど
の
伐
採
木
）
買
の
た
め
に
入
っ
て
お
り
、

「
五
艘
な
か
ら
大
船
」
で
あ
っ
た
。
七
ツ
釜
浦
に
は
、
淡
路
船
一
艘
、
四
国
船
一
艘
が
樵
木
買
の
た
め
に
着
船
、
中
浦
に
は
堺
船
一
艘
が

「
売
買
」
の
た
め
に
い
た
。
さ
ら
に
、
面
高
浦
は
廻
船
数
多
く
、
一
八
端
（
枚
）
帆
か
ら
五
端
帆
（
帆
の
枚
数
、
つ
ま
り
端
数
で
和
船
の

大
き
さ
は
表
す
）
ま
で
二
五
艘
ほ
ど
浦
に
繫
留
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
摂
津
・
播
磨
・
四
国
・
肥
後
・
肥
前
・
筑
前
・
薩
摩
・
唐
津
な
ど

の
船
で
あ
っ
た
。
外
海
地
区
の
流
通
業
者
は
、
諸
品
の
移
出
入
と
当
地
で
の
集
荷
販
売
を
担
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

働
く
人
々
の
賃
銭
は
ど
の
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
川
棚
で
は
江
戸
末
期
、
村
役
人
・
給
人
・
郷
々
の
小
頭
が
庄
屋
宅
に
集
ま
り
、
話
し

合
い
で
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
工
は
一
日
米
一
升
代
払
い
、
つ
ま
り
時
の
米
値
段
の
一
升
分
が
支
払
わ
れ
る
。
嘉
永
四
年

の
記
録
で
は
、
米
一
升
九
○
文
で
こ
れ
が
大
工
の
日
給
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
め
方
で
、
大
工
・
大
鋸
・
木
挽
は
外
仕
事
で
一
日
、
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米
一
升
七
合
五
勺
と
割
高
と
な
り
、
葺
手
（
屋
根
葺
）
米
八
合
と
割
安
で
あ
る
。
同
じ
建
築
関
係
の
職
人
で
も
、
仕
事
の
内
容
で
賃
金

差
が
あ
る
。
ま
た
、
平
夫
（
単
純
労
働
者
）
は
米
六
合
で
外
仕
事
一
升
、
女
日
雇
は
米
三
合
、
外
仕
事
は
米
六
合
と
さ
れ
、
男
女
や
屋

内
外
な
ど
の
賃
金
格
差
も
あ
っ
た
）
11
（

。

２
、
人
々
の
日
常
食

大
村
藩
領
の
人
々
は
日
常
的
に
ど
の
よ
う
な
食
事
を
し
た
の
か
。
こ
れ
は
時
期
や
地
域
性
の
差
に
よ
り
一
様
で
は
あ
る
ま
い
。
も
っ

と
も
食
に
関
す
る
網
羅
的
な
史
料
が
な
く
、
ま
ず
は
二
〇
世
紀
初
め
の
デ
ー
タ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
、
米
の
一
反
当
た
り
収

量
（『
郷
村
記
』
に
よ
る
安
政
期
デ
ー
タ
）
は
、
彼
杵
村
で
一
・
五
九
石
、
長
浦
村
で
○
・
七
八
石
な
の
に
対
し
、
大
正
一
二
～
四
年
の

米
の
一
反
当
た
り
収
量
は
、
東
彼
杵
郡
が
一
・
六
二
石
、
大
村
湾
西
岸
の
西
彼
杵
郡
が
一
・
四
九
石
で
、
同
じ
時
期
の
日
本
の
平
均
一
・

八
八
石
に
比
べ
る
と
、
と
も
に
少
な
く
、
江
戸
期
と
同
水
準
の
生
産
力
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
く
）
11
（

、
だ
と
す
れ
ば
、
村
人
の
米
の
可
能
消

費
量
が
少
な
い
状
況
も
改
善
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
次
ぎ
に
あ
げ
る
デ
ー
タ
は
、
あ
る
程
度
、
江
戸
時
代
の
人
々

の
食
生
活
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

東
彼
杵
郡
の
村
人
の
主
食
を
中
心
と
し
た
日
常
食
は
（『
長
崎
県
東
彼
杵
郡
誌
』
東
彼
杵
郡
教
育
会
、
一
九
一
七
年
、
三
三
七
～
五
一

九
頁
。
現
代
文
表
現
）、

松 

原 

村　
　

  

米
麦
を
常
食
と
し
副
食
物
は
魚
肉
と
蔬
菜
類

彼 

杵 

村　
　

  

常
食
は
米
・
麦
・
甘
藷
に
し
て
農
家
に
於
い
て
は
一
日
四
食
の
風
習
あ
り

川 

棚 

村　
　

  

村
民
一
般
の
常
食
は
甘
藷
で
、
米
麦
の
み
を
用
い
る
の
は
百
戸
中
で
数
戸
。
夏
期
に
麦
を
用
い
る
ほ
か
、
甘
藷
に

米
を
混
ぜ
る

上
波
佐
見 

村　

  

飲
食
は
麦
・
甘
藷
な
ど
を
用
い
、
一
日
三
食
以
上
の
家
が
少
な
く
な
い
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宮　

 

村 　
　

  

農
家
は
一
般
に
甘
藷
と
麦
を
常
食
。
米
は
大
部
分
売
却

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
川
棚
の
記
述
か
ら
階
層
差
が
想
定
さ
れ
る
が
、
お
お
よ
そ
麦
と
甘
藷
に
少
量
の
米
が
入
っ
た
飯
が
多
か
っ
た
よ

う
だ
。
な
お
、
こ
の
地
域
の
麦
飯
は
裸
麦
で
小
麦
は
麺
に
し
て
食
し
た
と
い
う
。
副
食
に
は
ビ
タ
ミ
ン
類
と
し
て
蔬
菜
、
タ
ン
パ
ク
源
と

し
て
魚
肉
を
採
り
、
労
働
に
合
わ
せ
た
の
か
三
食
以
上
で
、
激
し
い
労
働
と
粗
末
な
食
事
の
場
合
は
食
事
回
数
は
増
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
）
11
（

。

対
し
て
西
彼
杵
郡
（
西
彼
杵
半
島
）
の
村
人
の
日
常
食
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（『
郷
土
誌
』
西
彼
杵
郡
各
小
学
校
、
一
九
一
八
年
。

頁
な
し
。
現
代
文
表
現
）。

黒 

瀬 

村　
　

  
米
の
産
出
が
少
な
い
の
で
ほ
と
ん
ど
全
く
甘
藷
を
主
食
と
し
、
米
粒
を
口
に
す
る
の
は
少
な
い
。
し
か
し
、
魚
類

の
摂
取
量
が
多
い
た
め
身
体
は
大
変
に
強
く
、
終
日
の
労
役
に
も
疲
労
を
感
じ
な
い

江 

島 

村　
　

  

甘
藷
を
常
食
と
し
、
昼
は
農
業
、
夜
は
漁
業
を
す
る

い
ず
れ
も
甘
藷
は
日
常
の
主
食
と
す
る
。
両
村
と
も
島
の
村
で
、
本
デ
ー
タ
（『
郷
土
誌
』）
の
西
彼
杵
半
島
の
村
々
の
記
述
に
は
日
常

食
の
記
述
は
な
い
。
た
だ
、
平
野
が
少
な
い
た
め
魚
類
が
栄
養
源
で
あ
っ
た
ろ
う
）
1（
（

。

こ
れ
ら
二
○
世
紀
初
め
の
状
況
が
近
世
ま
で
遡
及
出
来
る
と
す
れ
ば
、
地
域
差
が
あ
り
つ
つ
も
甘
藷
が
大
村
藩
領
の
人
々
に
と
り
基

本
的
な
日
常
食
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
九
世
紀
初
め
（
天
保
期
）、
長
崎
か
ら
下
関
に
行
く
途
中
、
外
海
の
松
島
に
寄
っ
た
人
物
が
、

食
事
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
土
地
の
人
の
話
と
し
て
、

此
所
に
て
は
米
を
焚
て
喰
は
稀
に
し
て
朝
夕
な
ら
で
は
麦
飯
と
て
も
な
け
れ
ば
。
こ
れ
（
甘
藷
）
を
ま
い
ら
す
（
差
し
上
げ
る
）

な
り
。
そ
の
薯
（
甘
薯
、
甘
藷
）
を
喰
て
汁
を
吸
い
玉
へ
と
い
へ
り
。
此
国
々
の
田
家
に
て
は
皆
か
く
の
如
く
、
こ
の
薯
ば
か
り

を
朝
夕
食
す
れ
ど
も
各
々
壮
健
な
り
。

と
記
し
て
い
る
）
11
（

。
外
海
の
松
島
は
も
と
よ
り
、
大
村
藩
領
で
は
、
米
食
の
み
な
ら
ず
麦
食
も
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
朝
夕
は
甘
藷
を
主

食
と
し
た
が
健
康
と
い
う
。
先
に
見
た
二
○
世
紀
初
め
の
大
村
地
域
の
デ
ー
タ
と
甘
藷
が
基
本
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
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甘
藷
（
琉
球
芋
）
の
栽
培
の
始
ま
り
は
特
定
で
き
な
い
が
、
福
岡
藩
の
宮
崎
安
貞
は
、「
こ
れ
（
甘
藷
）
い
ま
だ
諸
国
に
種
子
な
し
と

い
へ
ど
も
、
長
崎
に
多
き
物
な
り
）
11
（

」
と
い
い
、
享
保
飢
饉
の
際
に
大
村
藩
領
の
人
々
の
命
を
多
く
救
っ
た
の
で
）
11
（

、
一
八
世
紀
前
後
に
は

す
で
に
大
村
藩
領
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
ろ
う
。
村
々
の
売
出
物
と
し
て
の
「
芋
」
が
甘
藷
に
相
当
し
、
こ
れ
に
「
生
芋
」（
里
芋
か
）・

「
切
芋
」（
つ
く
ね
芋
か
）
な
ど
、
甘
藷
を
含
め
た
芋
類
は
、
主
要
な
食
材
穀
物
だ
っ
た
。
な
お
享
保
二
○
年
刊
行
で
長
崎
町
人
・
西
川

如
見
が
記
し
た
『
長
崎
夜
話
草
』
で
は
、「
赤
芋
琉
球
芋
」（
甘
藷
）
に
つ
い
て
「
唐
人
は
酒
に
も
造
り
、
又
水
飛
し
、
粉
を
取
て
餅
に

し
た
る
は
上
品
の
物
）
11
（

」
と
あ
る
。
焼
酎
や
餅
の
原
材
料
の
焼
酎
粕
は
鯨
骨
粕
な
ど
と
と
も
に
肥
料
で
も
あ
り
、
甘
藷
・
芋
類
の
用
途
は

広
範
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
デ
ン
プ
ン
を
含
有
す
る
甘
藷
な
ど
の
芋
類
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
大
事
だ
が
、
体
を
作
る
も
と
に
な
る
タ
ン
パ
ク
質

が
希
少
で
、
そ
れ
は
大
豆
を
原
料
と
し
た
味
噌
や
豆
腐
な
ど
で
補
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
掲
第
４
表
に
み
る
よ
う
に
、
大
豆
な

ど
を
発
酵
さ
せ
る
糀
屋
や
豆
腐
屋
は
地
域
差
は
あ
る
も
の
の
、
大
村
藩
領
の
全
域
に
展
開
す
る
。
こ
れ
に
比
べ
味
噌
関
連
業
の
店
は
少

な
く
、
内
海
・
外
海
地
区
に
は
全
く
な
い
。
も
っ
と
も
豆
腐
な
ど
と
違
い
保
存
性
は
高
い
の
で
、
同
地
区
に
多
い
問
屋
や
小
店
・
出
店

を
通
じ
提
供
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
塩
問
屋
・
塩
売
が
同
地
区
に
多
く
、
醤
油
・
味
噌
の
自
家
用
仕
込
み
に
使
わ
れ
る
塩
の
提
供

が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

こ
の
地
域
で
も
っ
と
も
重
要
な
タ
ン
パ
ク
源
が
魚
類
で
あ
っ
た
の
は
、
前
掲
『
郷
土
誌
』
デ
ー
タ
か
ら
も
窺
え
る
。『
郷
村
記
』
記
載

の
村
々
の
産
物
を
み
て
も
、
鰯
・
干
鰯
が
目
を
引
く
。
後
者
は
肥
料
と
し
て
の
使
用
・
販
売
（
売
出
物
）
が
中
心
だ
ろ
う
が
、
保
存
が

き
く
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
り
、
内
海
・
外
海
地
区
に
塩
問
屋
・
塩
小
売
が
多
い
の
は
、
塩
魚
製
造
用
で
あ
っ
た
と
も
い
う
）
11
（

。
た
だ
、
大
規

模
魚
網
や
船
曳
網
な
ど
漁
法
が
工
夫
さ
れ
る
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
鰯
は
大
量
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
村
領
で
も
同
様
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
の
前
半
は
、
米
・
麦
な
ど
の
穀
類
や
味
噌
な
ど
の
大
豆
加
工
品
が
主
で
、
次
第
に
甘
藷
や
鰯
類
が
重
要
に

な
り
）
11
（

、
こ
れ
に
年
間
を
通
じ
採
集
さ
れ
る
「
山
野
植
物
」（
第
６
表
）
が
蔬
菜
類
を
中
心
に
ビ
タ
ミ
ン
や
そ
の
他
の
栄
養
源
と
し
て
補
給
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さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
非
自
給
の
食
品
で
あ
れ
ば

購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
高
値

な
ら
困
る
。
食
は
く
ら
し
の
根
幹
で
あ

る
。
藩
は
、
物
価
に
つ
い
て
商
売
の

品
々
は
な
る
べ
く
安
値
で
売
り
、
藩
内

の
需
要
が
他
所
に
持
ち
越
さ
れ
ず
、
藩

内
で
済
む
よ
う
に
心
懸
け
、
市
中
の
栄

え
と
な
る
自
覚
を
商
人
は
持
つ
べ
き
と

し
た
）
11
（

。
文
化
一
三
年
、
豆
腐
一
丁
一
○

文
売
を
城
下
町
の
豆
腐
屋
仲
間
が
藩
へ

申
請
し
た
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
必
要
経

費
は
原
料
の
大
豆
が
一
升
三
合
で
代
六

五
文
（
一
升
五
○
文
）、
燃
料
の
薪
代
が

二
○
文
で
合
計
八
五
文
で
あ
る
。
豆
腐

一
二
丁
売
れ
て
、
売
り
上
げ
一
二
○
文
、

差
し
引
き
の
三
五
文
が
利
潤
と
な
る
）
11
（

。

ち
な
み
に
嘉
永
四
年
段
階
で
の
食
品
関

係
の
物
価
は
、
米
一
升
九
○
文
、
酒
一

第６表　山野植物

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
葛
よめかはき
つくし・川ちさ
すみれ
うと
蕨
ふき・蓬・徳利苺
揚梅
竹の子
青梅
百合草
枇杷・山椒
むかご・ぐみ・栗
椎
樫の実
山芋
芹
野老（やまいも）
椎茸・舞茸・平茸
松茸
平茸
注）藤野保・清水紘一編『大村見聞集』896～897頁より作成。
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升
一
二
○
文
、
塩
一
斗
一
二
○
文
、
豆
腐
一
丁
一
五
文
、
蒟
蒻
一
丁
七
文
、
わ
か
め
一
斤
二
一
文
で
あ
る
。

ま
た
生
産
者
の
必
要
経
費
だ
が
、
農
産
物
生
産
に
使
わ
れ
る
肥
料
の
干
鰯
一
俵
（
六
貫
入
）
一
二
五
○
文
、
か
し
き
（
肥
料
用
刈
敷
）

一
把
八
文
、
下
肥
一
荷
（
肥
料
用
）
一
○
○
文
で
あ
っ
た
）
1（
（

。

大
村
藩
領
の
人
々
は
、
食
に
関
わ
る
諸
産
物
を
、
他
領
か
ら
の
移
入
物
も
含
め
交
換
や
売
買
を
通
し
融
通
し
な
が
ら
、
く
ら
し
を
営

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

３
、
地
域
由
緒
と
民
俗

人
々
の
く
ら
し
を
映
し
出
す
民
俗
は
様
々
な
姿
を
み
せ
る
。
そ
れ
が
年
中
行
事
と
な
り
芸
能
と
し
て
娯
楽
化
も
し
た
。
た
だ
民
俗
は

地
域
の
由
緒
や
特
性
と
結
び
つ
き
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
側
面
を
持
つ
。
例
え
ば
、「
盆
踊
之
儀
者
畢
竟
古
来
よ
り
作
祭
り
と
申
伝
御
由
緒

有
之
踊
」（「
見
聞
集
」
五
九
、『
大
村
見
聞
集
』
九
九
一
頁
）
と
い
う
盆
踊
り
は
生
業
の
民
俗
と
い
え
る
が
、
文
明
年
間
に
、
大
村
純
伊

が
萱
瀬
村
中
岳
の
合
戦
で
流
浪
し
、
そ
の
後
、
逃
れ
て
い
た
加
々
良
島
（
加
唐
島
）
か
ら
帰
郡
し
、
諸
社
の
造
営
を
し
て
祖
先
の
霊
位

を
祭
り
、
神
仏
に
奉
幣
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
い
、
大
村
家
の
由
緒
と
深
く
関
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
五

六
～
七
頁
）。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
か
つ
て
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
領
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の
禁
教
の
歴
史
お
よ
び
旧
在
地
領
主
に
連
な
る
給
人
な
ど
の

在
郷
を
背
景
と
し
た
士
分
と
の
近
接
性
、
こ
の
二
つ
の
大
村
領
独
自
の
由
緒
・
地
域
特
性
は
、
民
俗
の
あ
り
方
に
影
響
し
て
い
よ
う
。

こ
こ
で
は
地
域
の
由
緒
や
特
性
を
背
景
に
持
つ
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
民
俗
が
人
々
の
く
ら
し
と
結
び
つ
く
様
を
み
て
お
こ
う
。

（
ａ
）
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
神
仏
信
仰

大
村
藩
領
内
で
大
規
模
な
キ
リ
シ
タ
ン
が
発
覚
し
た
（
郡
崩
れ
）
翌
明
暦
四
年
八
月
、
藩
は
「
村
々
制
法
」（「
見
聞
集
」
四
二
、『
大
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村
見
聞
集
』
六
九
四
～
六
九
五
頁
）
を
出
し
、
第
一
条
で
、「
村
中
・
五
人
組
中
随
分
念
を
入
、
切
支
丹
宗
門
改
吟
味
可
仕
事
」
と
し

た
。
村
支
配
の
要
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
さ
れ
、
藩
は
村
横
目
や
庄
屋
を
通
し
、
人
々
の
「
心
」
の
穿
鑿
ま
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
が

（
先
述
「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
役
人
組
織
」）、
そ
の
柱
の
一
つ
は
「
寺
手
形
之
儀
、
諸
宗
共
ニ
其
寺
之
住
持
ニ
申
請
之
可
致
所
持
事
」（
同

法
八
条
）
で
明
記
さ
れ
た
寺
請
制
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、

一
、
鎮
守
大
小
ニ
よ
ら
す
、
し
め
を
は
り
掃
除
等
怠
間
敷
事

 
 
 

附
り
、
其
所
々
之
祭
礼
無
懈
怠
仕
、
祭
之
日
ハ
商
売
耕
作
一
切
無
用
、
祭
一
篇
ニ
致
社
参
可
仕
、
并
其
日
之
儀
者
鎮
守
於
道

筋
商
売
不
苦
事

と
し
た
（
一
○
条
）。
地
域
の
氏
神
（
鎮
守
）
を
清
浄
な
な
か
で
祭
祀
し
、
祭
日
に
は
生
業
（
商
売
耕
作
）
を
休
み
祭
礼
を
行
い
、
そ
れ

が
賑
わ
う
よ
う
に
露
天
商
売
も
禁
じ
な
い
と
し
て
、
氏
神
祭
り
を
督
励
し
た
。
神
仏
へ
の
信
仰
、
帰
依
を
定
着
さ
せ
、
キ
リ
シ
タ
ン
の

「
心
」
を
排
除
す
る
意
図
は
明
白
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
同
じ
く
異
端
的
な
存
在
と
し
て
「
旅
之
乞
食
・
非
人
」
や
こ
の
よ
う
な
遊
芸
的
勧

進
者
に
よ
る
「
気
違
よ
み
か
へ
り
」
の
如
き
呪
い
行
為
も
禁
止
し
た
（
一
三
条
）。
か
か
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
、
神
仏
祭
祀
の
督
励
、
異

端
的
宗
教
の
排
除
と
い
う
方
向
性
は
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
、
近
世
中
期
と
思
わ
れ
る
「
制
法
」（「
見
聞
集
」
四
二
、『
大
村
見
聞
集
』

六
九
○
～
一
頁
）
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
一
～
五
条
）。

と
こ
ろ
で
村
横
目
は
「
何
事
ニ
よ
ら
す
見
聞
仕
候
儀
自
分
之
不
加
了
簡
、
虚
実
之
無
差
別
、
有
体
ニ
御
目
付
方
迄
無
油
断
相
達
」
す

る
も
の
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
「
村
中
別
条
無
之
候
ハ
ヽ
、
其
旨
一
月
〳
〵
之
末
ニ
書
付
を
以
、
便
次
第
ニ
可
申
越
事
」
と
、
月
末
毎

に
、
担
当
村
の
状
況
を
虚
偽
遺
漏
な
く
報
告
す
る
義
務
が
あ
っ
た
）
11
（

。

そ
の
よ
う
な
村
横
目
の
万
治
二
～
三
年
に
か
け
て
の
報
告
書
が
残
る
。
例
え
ば
外
海
の
中
浦
村
横
目
が
万
治
二
年
一
○
月
二
九
日
に

大
目
付
へ
提
出
し
た
「
十
月
之
書
上
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
同
村
人
は
月
の
一
日
と
九
日
は
「
御
宮
」（
氏
神
社
）
へ
参
拝
、
浄
土
真
宗
の

者
は
二
八
日
の
寺
参
り
、
一
四
日
と
二
七
日
は
浄
土
真
宗
の
念
仏
を
唱
え
る
念
仏
講
を
行
っ
た
。
日
蓮
宗
信
徒
は
一
五
日
に
寺
参
り
、
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八
日
と
一
二
日
は
題
目
唱
え
の
題
目
講
を
催
し
て
い
る
、
な
ど
と
報
告
さ
れ
る
）
11
（

。
何
れ
の
村
も
書
き
ぶ
り
に
異
同
は
あ
る
が
同
内
容
で
、

万
治
三
年
七
月
二
九
日
の
三
重
村
横
目
の
「
覚
」（「
見
聞
集
」
四
一
、『
大
村
見
聞
集
』
六
八
一
頁
）
に
は
、

一 
、
村
中
男
女
ニ
よ
ら
す
信
心
ニ
見
へ
、
節
々
御
寺
参
・
御
宮
参
り
無
油
断
仕
、
就
夫
女
共
寺
参
之
時
毎
月
包
米
持
参
仕
、
此
頃
は

別
而
、
田
初
尾
と
見
へ
、
又
は
ま
め
さ
ゝ
げ
重
箱
壱
つ
充
持
参
申
候
、
又
人
ニ
よ
り
苧
初
尾
と
相
見
少
し
充
持
参
申
候
、
近
年

村
中
別
而
信
心
ニ
罷
成
候
故
と
奉
存
候
事

と
、
寺
社
へ
の
「
信
心
」
が
厚
く
な
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
心
」
な
ど
異
端
的
な
民
俗
宗
教
が
意
識
さ
れ

て
い
よ
う
。
少
々
の
こ
と
で
も
日
帳
を
記
載
の
上
で
言
上
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
横
目
の
こ
の
よ
う
な
報
告
）
11
（

は
、
人
々
の
く
ら

し
の
な
か
の
民
俗
・
信
仰
の
様
子
を
伝
え
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
は
領
民
の
神
仏
へ
の
信
仰
心
を
ベ
ー
ス
に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
禁
教
と
な
れ
ば
、
容
易
に
神
仏
信
仰
に
回

帰
し
得
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
）
11
（

。
万
治
三
年
七
月
、
楠
本
七
郎
左
衛
門
が
、
浦
上
、
福
田
浦
、
式
見
、
畝
苅
、
三
重
、
神
浦
、

雪
浦
、
瀬
戸
、
松
島
、
崎
戸
・
嘉
喜
、
大
島
、
多
以
良
・
七
ツ
釜
浦
、
中
浦
、
大
和
田
、
黒
口
、
天
窪
・
面
高
、
横
瀬
浦
・
水
ノ
浦
、

河
内
浦
な
ど
外
海
の
村
浦
を
廻
っ
た
報
告
に
は
、
各
村
記
載
の
第
一
条
目
に
、
文
言
の
相
違
は
あ
る
が
、
村
人
の
信
心
が
厚
い
こ
と
、

各
家
ご
と
に
仏
壇
が
あ
る
こ
と
、
毎
月
の
題
目
を
唱
え
る
寄
合
が
あ
る
こ
と
、
宮
（
村
の
氏
神
社
）
参
り
も
欠
か
さ
れ
ず
宮
掃
除
が
行

き
届
い
て
い
る
こ
と
、
が
記
さ
れ
る
（「
見
聞
集
」
四
一
、『
大
村
見
聞
集
』、
六
八
一
～
五
頁
）。
外
海
廻
村
の
藩
役
人
も
村
目
付
同
様

の
記
録
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

萱
瀬
坂
口
の
愛
宕
大
権
現
の
由
緒
は
古
く
天
文
一
六
年
に
当
地
の
領
主
・
田
中
但
馬
前
氏
が
逆
修
に
建
立
し
た
地
蔵
を
も
と
と
し
、

明
暦
三
年
の
郡
崩
れ
（
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
事
件
）
の
際
に
領
内
安
全
が
祈
願
さ
れ
、
崩
れ
騒
動
の
後
に
神
社
が
な
い
領
内
の
村
々
で
の

堂
社
建
立
を
藩
が
企
図
し
、
そ
の
よ
う
な
背
景
で
地
蔵
を
権
現
に
改
め
、
坂
口
郷
の
氏
神
に
さ
れ
た
と
い
う
（『
大
村
郷
村
記
』」
第
二

巻
、
二
二
六
頁
）。
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こ
の
よ
う
な
事
例
も
含
め
、
藩
側
が
領
内
の
人
々
の
信
仰
生
活
に
入
り
込
ん
で
お
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
か
ら
の
本
来
の
民
俗
的
な

あ
り
方
に
戻
っ
た
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
領
主
主
導
に
よ
る
習
俗
形
成
を
受
容
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
領
民
が
武

士
在
郷
の
地
域
特
性
な
ど
に
よ
り
武
士
層
と
心
性
面
で
近
接
し
て
い
た
、
い
わ
ば
士
分
的
な
権
威
に
親
和
的
、
と
い
う
背
景
が
伏
在
す

る
と
思
わ
れ
る
。

（
ｂ
）
士
分
と
民
俗　

先
に
み
た
盆
踊
り
は
大
村
純
伊
の
伝
承
を
持
つ
。
同
じ
く
純
伊
の
帰
郡
の
頃
に
肥
前
須
古
（
現
佐
賀
県
杵
島
郡
白
石
町
）
の
者
が
来

て
、
帰
郡
の
祝
い
に
踊
り
を
教
え
、
純
伊
は
月
輪
で
顔
を
隠
し
太
鼓
を
打
っ
て
舞
い
踊
っ
た
の
に
由
来
す
る
と
い
う
「
須
古
踊
」（
寿
古

踊
）（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
一
二
五
頁
）、
中
国
浪
人
法
養
と
い
う
者
が
郡
村
に
来
て
教
え
、「
大
さ
つ
ま
」
と
号
し
て
黒
丸
村
の

定
踊
に
な
っ
た
と
い
う
「
黒
丸
踊
」（『
同
』
第
二
巻
、
五
七
頁
）、
さ
ら
に
純
伊
帰
郡
後
に
城
内
で
の
馬
の
湯
洗
い
が
や
り
難
く
寺
で

行
っ
た
と
い
う
故
事
に
由
来
す
る
福
重
・
松
原
村
の
「
馬
場
洗
」、
大
村
純
忠
の
思
し
召
し
通
り
に
吉
事
が
起
こ
っ
た
逸
話
に
由
来
す
る

郡
村
沖
田
の
「
長
太
刀
踊
」（
沖
田
踊
）（「
見
聞
集
」
二
八
、『
大
村
見
聞
集
』
四
四
三
頁
）
な
ど
は
、
大
村
氏
に
連
な
る
民
俗
芸
能
で

あ
る
。

く
ら
し
に
切
実
な
病
気
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
。
戦
国
期
大
村
氏
最
大
の
平
山
城
で
あ
る
三
城
城
跡
の
大
手
の
路
傍
に
、
五
尺
程
の

首
実
検
石
と
い
う
大
石
が
あ
る
。
三
城
籠
城
の
時
、
大
村
純
忠
が
大
渡
野
軍
兵
衛
（
戦
国
期
の
諫
早
領
主
西
郷
氏
の
大
将
）
の
首
を
す

え
て
実
検
し
た
石
と
い
う
。
地
域
の
人
々
は
こ
の
石
の
中
程
の
水
溜
ま
り
の
水
を
、
腫
れ
物
治
癒
を
祈
願
し
て
患
部
に
つ
け
れ
ば
、
治

る
と
伝
え
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
一
○
七
頁
）。
ま
た
竹
松
村
久
保
田
の
丹
生
大
明
神
の
観
音
は
、
元
禄
三
年
八
月
、
原
口
村

百
姓
権
左
衛
門
が
疱
瘡
（
天
然
痘
）
立
願
に
つ
き
拝
殿
を
新
規
建
立
、
の
由
緒
を
持
つ
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
四
九
頁
）。

大
村
氏
が
創
建
に
関
わ
る
寺
社
で
民
俗
伝
承
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
大
村
池
田
分
の
大
杉
大
明
神
は
寛
政
一
○
年
に
円
融
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寺
勧
請
で
建
立
さ
れ
、
稲
荷
大
明
神
（
稲
荷
社
）
が
同
殿
と
な
る
。
稲
荷
社
は
も
と
三
城
城
内
の
鎮
守
で
元
禄
年
中
に
村
川
主
馬
右
衛

門
の
霊
夢
で
純
長
の
武
運
長
久
や
領
内
安
全
の
祈
願
の
た
め
に
、
大
杉
大
明
神
の
境
内
に
再
建
さ
れ
た
が
、
地
域
の
人
々
は
、
三
城
の

古
城
跡
に
住
む
白
狐
は
当
社
の
眷
属
で
、
そ
の
頃
、
通
夜
の
者
は
毎
朝
、
白
狐
を
み
た
と
い
う
（『
大
村
郷
村
記
』
第
一
巻
、
二
二
六

頁
）。
ま
た
、
大
村
氏
を
め
ぐ
る
祈
願
を
機
縁
に
持
ち
、
村
人
が
建
立
、
村
鎮
守
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
萱
瀬
石
場
の
三
社
大
権
現
は
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
文
明
年
中
の
大
村
純
伊
の
肥
前
加
々
良
島
へ
の
潜
居
の
際
、
萱
瀬
中
の
者
が
祈
願
を
当
社
に
籠
め
、
祈
願
成
就
に
よ

り
建
立
し
た
と
い
う
（『
大
村
郷
村
記
』
第
二
巻
、
二
二
五
～
六
頁
）。

こ
の
よ
う
な
大
村
家
由
緒
と
民
俗
形
成
の
結
び
つ
き
と
と
も
に
、
村
の
鎮
守
に
当
地
の
給
人
層
が
関
わ
る
事
例
が
多
く
あ
る
の
は
注

目
さ
れ
る
。
尾
戸
村
（
現
長
崎
市
琴
海
尾
戸
町
）
は
、
川
添
忠
右
衛
門
な
る
人
物
が
藩
へ
提
出
し
た
謹
書
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
由
緒

を
持
つ
。
も
と
は
馬
の
牧
場
で
、
馬
垣
の
地
名
も
残
る
。
延
宝
二
年
六
月
に
塩
焼
（
塩
田
）
の
者
が
二
竃
男
女
五
人
で
移
住
し
て
き
た

と
い
う
。
同
三
年
に
安
芸
国
の
欠
落
者
二
家
男
女
一
○
人
が
居
付
き
、
そ
の
後
、
人
家
が
増
加
、
延
享
元
年
に
は
当
地
開
発
の
た
め
の

手
代
が
置
か
れ
耕
作
地
拡
大
が
進
ん
だ
よ
う
だ
が
、
安
永
八
年
に
は
「
田
地
少
な
く
百
姓
難
儀
」
の
た
め
、
一
町
三
段
余
が
郡
役
夫
に

て
、
役
方
よ
り
潟
開
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
天
明
七
年
に
針
尾
半
左
衛
門
の
知
行
地
と
な
っ
た
。
彼
が
寛
政
二
年
に
建
立
し
た

の
が
当
村
鎮
守
の
八
幡
宮
で
あ
る
。
幕
末
段
階
で
は
懸
持
知
行
人
は
針
尾
氏
と
森
氏
の
二
氏
だ
が
、
知
行
高
は
針
尾
氏
が
七
五
石
、
森

氏
三
石
五
斗
余
で
針
尾
氏
が
多
く
、
同
村
の
村
高
一
〇
八
石
余
の
七
割
を
占
め
る
。
ま
た
村
の
竃
数
一
三
六
軒
の
う
ち
私
領
（
知
行
地
）

は
一
二
五
軒
で
あ
る
。
さ
ら
に
庄
屋
・
村
目
付
・
小
左
司
も
針
尾
九
左
衛
門
が
担
当
し
て
い
る
（『
大
村
郷
村
記
』
第
四
巻
、
三
九
五
～

四
○
六
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
当
村
に
お
け
る
給
人
針
尾
氏
の
影
響
力
は
極
め
て
強
く
、
村
の
鎮
守
の
八
幡
宮
も
建
立
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
藩
が
開
発
を
手
が
か
け
て
き
た
当
村
に
つ
い
て
、
知
行
地
と
し
て
針
尾
氏
へ
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
村
経
営
を
委
任
し
た
と

み
ら
れ
よ
う
か
。

川
内
浦
村
の
鎮
守
・
七
面
大
明
神
は
万
治
三
年
九
月
一
九
日
、
大
村
又
助
家
来
の
与
兵
衛
・
千
五
左
衛
門
が
建
立
し
た
。
幕
末
期
に
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大
村
邦
三
郎
と
い
う
懸
持
知
行
人
が
い
る
の
で
、
そ
れ
と
関
わ
り
あ
る
人
物
だ
ろ
う
。
当
村
は
慶
長
四
年
に
一
七
二
石
七
斗
を
大
村
清

助
が
知
行
、
清
助
は
民
部
大
輔
代
の
御
一
門
払
の
時
に
浪
人
で
平
戸
へ
い
っ
た
と
い
う
（『
大
村
郷
村
記
』
第
五
巻
、
二
一
六
～
七
頁
）。

瀬
戸
村
鎮
守
の
長
濱
大
明
神
は
、
往
古
は
宮
の
原
に
あ
っ
た
が
、
寛
永
九
年
に
白
浜
に
遷
座
し
、
そ
の
後
、
破
却
に
及
ん
だ
が
、
寛
文

一
○
年
に
地
頭
（
給
人
）
長
井
又
六
郎
が
再
興
し
た
と
さ
れ
る
（『
同
』
第
五
巻
、
四
五
一
～
二
頁
）。

雪
浦
村
の
鎮
守
・
三
社
大
権
現
は
、
延
宝
五
年
再
建
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
棟
札
に
「
大
檀
那
」
と
し
て
藩
主
・
大
村
純
長
と
領
主

（
給
人
）
富
永
文
左
衛
門
種
清
の
名
が
あ
り
、「
領
内
安
全
当
所
豊
饒
」
を
祈
念
す
る
銘
が
あ
る
。
雪
浦
村
は
往
古
、
田
川
家
代
々
の
領

地
と
さ
れ
る
が
、
推
移
が
あ
り
、
慶
長
年
中
に
朝
鮮
出
兵
の
軍
功
で
富
永
四
郎
左
衛
門
忠
清
の
知
行
と
な
り
、
代
々
が
知
行
、
子
孫
種

清
が
領
主
と
し
て
再
建
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
天
明
三
年
に
、
子
孫
種
英
は
当
地
没
収
と
な
り
、
一
五
○
石
の
蔵
米
取
と
な
っ
た
が
、

種
依
の
代
に
再
び
、
二
○
○
石
を
当
地
で
再
知
行
し
た
。
当
社
は
幕
末
期
ま
で
、
富
永
氏
が
再
興
し
た
鎮
守
社
と
し
て
存
在
し
た
（『
大

村
郷
村
記
』
第
六
巻
、
三
三
～
五
頁
）。
な
お
雪
浦
村
に
は
「
重
盛
塚
」
が
あ
る
。
当
村
の
小
松
郷
は
、
平
家
没
落
の
際
に
、
小
松
内
大

臣
平
重
盛
が
潜
ん
だ
伝
承
が
あ
る
。
当
地
で
周
辺
と
言
葉
が
異
な
る
の
も
そ
の
故
と
い
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
辺
の
山
に
は
刃

釜
臼
あ
る
い
は
銷
の
形
の
石
が
あ
る
と
い
い
、
平
家
の
落
人
が
山
中
に
忍
ん
だ
際
に
、
炊
飯
や
米
搗
き
に
用
い
た
石
と
伝
え
ら
れ
た

（『
大
村
郷
村
記
』
第
六
巻
、
三
六
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、
大
村
領
の
人
々
の
民
俗
に
は
大
村
氏
や
そ
の
家
臣
（
か
つ
て
の
在
地
領
主
）
な
ど
武
士
と
の
由
緒
を
潜
ま
せ
る
も
の

が
多
く
あ
り
、
そ
こ
に
武
士
的
権
威
と
の
親
和
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

大
名
領
主
・
大
村
氏
が
、
藩
領
社
会
の
実
態
把
握
の
た
め
二
○
○
年
近
く
か
け
編
纂
し
た
『
郷
村
記
』。
本
稿
で
は
、
民
俗
慣
習
ま
で
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含
め
た
領
民
の
く
ら
し
の
あ
り
よ
う
を
、
本
記
録
を
軸
に
復
元
し
よ
う
と
し
た
。
領
主
側
の
意
図
に
拠
る
デ
ー
タ
か
ら
領
民
の
構
成
や

く
ら
し
を
読
み
込
む
に
は
、
自
ず
と
史
料
的
な
制
約
が
あ
り
、
相
応
の
操
作
が
必
要
だ
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
史
料
分
析
の
可
能
性
の

試
み
で
も
あ
り
、
領
民
の
く
ら
し
を
個
々
の
負
担
や
家
計
の
レ
ベ
ル
か
ら
読
み
取
り
、
藩
領
社
会
の
地
域
特
性
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

中
世
か
ら
の
居
付
大
名
・
大
村
氏
が
支
配
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
教
会
に
寄
進
さ
れ
の
ち
に
異
国
交
渉
の
場
と
も
な
る
旧
領
長
崎
を
囲
む

大
村
藩
の
地
域
社
会
を
特
色
づ
け
る
も
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
存
在
と
そ
の
禁
令
化
、
武
士
身
分
に
属
す
る
給
人
（
家
臣
化
し
た
旧
在

地
領
主
や
足
軽
層
）
の
在
郷
制
、
山
が
ち
な
地
形
で
か
つ
内
海
（
大
村
湾
）
と
外
海
と
い
う
海
も
包
括
す
る
自
然
環
境
、
の
三
点
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
、
地
域
の
全
般
に
大
き
く
関
わ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
か
か
る
特
性
を

持
つ
藩
領
社
会
に
く
ら
す
人
々
の
社
会
認
識
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
ろ
う
。

大
村
藩
領
は
、
地
方
・
向
地
・
内
海
・
外
海
と
い
う
呼
称
で
区
分
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
地
区
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

多
様
な
生
業
が
兼
業
的
な
性
格
を
持
ち
つ
つ
展
開
し
、
耕
作
地
の
地
目
（
田
・
畠
な
ど
）
や
地
力
（
単
位
面
積
当
た
り
の
生
産
量
）
の

違
い
、
ま
た
持
高
・
家
産
の
多
寡
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
共
通
す
る
性
格
と
し
て
、
か
つ
て
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

商
工
業
の
専
業
化
も
十
分
に
進
展
し
な
い
よ
う
な
低
い
生
産
力
事
情
も
背
景
と
し
て
信
徒
が
展
開
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
ま
た
兵
農
分

離
と
い
う
分
業
も
不
十
分
な
な
か
で
の
武
士
在
郷
は
、
士
分
へ
の
近
接
性
・
親
和
性
を
生
も
う
。
さ
ら
に
キ
リ
シ
タ
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
拡
大
す
る
異
端
的
存
在
へ
の
排
外
意
識
が
、
村
居
住
で
は
な
い
座
頭
瞽
女
・
慈
悲
請
・
乞
丐
な
ど
に
も
及
び
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
や

神
仏
祭
祀
の
督
励
、
異
端
的
宗
教
の
排
除
と
い
う
社
会
政
策
の
方
向
性
は
、
あ
る
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ（「
日
本
」
的
価
値
観
に
統

合
・
回
収
さ
れ
る
性
格
も
持
つ
こ
と
に
な
る
「
藩
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
11
（

を
こ
こ
で
は
想
定
）
の
形
成
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
い
う
見

通
し
を
持
っ
て
い
る
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
村
藩
領
は
、「
家
船
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
外
海
・
内
海
を
軸
に
い
わ
ば
海
域
世
界

に
広
が
り
を
持
つ
環
境
に
あ
る
。
諸
品
売
買
の
他
領
船
の
出
入
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
沿
岸
警
備
や
抜
荷
対
策
の
た
め

に
設
置
さ
れ
た
遠
見
番
所
は
キ
リ
シ
タ
ン
・
異
端
へ
の
対
応
と
い
う
、
社
会
秩
序
の
維
持
の
役
割
も
担
っ
て
い
く
。
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旧
領
の
長
崎
（
貿
易
都
市
）
に
近
接
し
海
域
世
界
に
接
続
す
る
地
域
性
は
、
大
村
藩
領
社
会
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
社
会
認
識
の
醸

成
を
促
す
の
か
。
こ
れ
は
、
武
士
階
層
が
作
り
出
し
た
宗
門
人
別
改
制
を
基
本
枠
組
み
と
し
た
秩
序
に
対
す
る
近
世
の
民
の
観
念
を
探

る
上
で
も
、
考
慮
す
べ
き
問
題
群
を
提
供
し
よ
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
事
象
を
み
る
た
め
、
近
世
の
人
々
の
具
体
的
な
「
く
ら
し
」

の
あ
り
方
を
、「
藩
領
社
会
」
を
対
象
に
み
よ
う
と
し
た
さ
さ
や
か
な
仕
事
で
あ
る
。

註

（
1
） 

拙
著
『
藩
国
と
藩
輔
の
構
図
』、
名
著
出
版
、
二
○
○
二
年
、
同
『
近
世
領
主
支
配
と
地
域
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
○
○
九
年
。

（
2
） 

渡
辺
尚
志
編
『
藩
地
域
の
構
造
と
変
容
』
岩
田
書
院
、
二
○
○
五
年
、
渡
辺
尚
志
・
小
関
悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
政
策
主
体
と
藩
政
』
岩

田
書
院
、
二
○
○
八
年
、
荒
武
賢
一
朗
・
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
後
期
大
名
家
の
領
政
機
構
』
岩
田
書
院
、
二
○
一
一
年
、
近
年
で
は
野
尻

泰
弘
『
近
世
日
本
の
支
配
構
造
と
藩
地
域
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
な
ど
。

（
3
） 

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
。
本
稿
で
の
引
用
は
藤
野
保
編
『
大
村
郷
村
記
』
全
六
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
に
拠
る
。
本
史
料

集
の
引
用
注
は
原
則
と
し
て
本
文
に
補
記
す
る
。

（
4
） 

大
名
の
自
領
認
識
や
治
政
観
を
め
ぐ
る
筆
者
の
と
り
あ
え
ず
の
見
方
は
、
拙
著
『
大
名
の
相
貌
―
時
代
性
と
イ
メ
ー
ジ
化
―
』
清
文
堂

出
版
、
二
○
一
四
年
、
参
照
。

（
5
） 

藤
野
保
「
大
村
藩
」『
長
崎
県
史
』
藩
政
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
、
同
「
大
村
藩
と
郷
村
記
」『
大
村
史
談
』
一
六
、
一
九
七
九

年
。

（
6
） 

藤
野
保
・
清
水
紘
一
編
『
大
村
見
聞
集
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
、
六
一
頁
。
原
史
料
名
は
「
見
聞
集
」（
大
村
市
立
史
料
館
蔵
）。

（
7
） 

「
見
聞
集
」
三
二
、
寛
文
四
年
七
月
一
日
「
口
上
之
覚
」・『
大
村
見
聞
集
』
五
一
七
～
八
頁
。

（
8
） 

貞
享
二
年
六
月
一
四
日
「
御
書
付
」。
長
崎
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
長
崎
県
史　

史
料
編
』
第
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
、
六
九
～

七
一
頁
な
ど
。

（
9
） 

藤
野
前
掲
「
大
村
藩
」
六
七
頁
。
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（
10
） 

延
宝
五
年
二
月
一
二
日
「
覚
」、
大
村
史
談
会
編
『
九
葉
実
録
』
第
一
冊
、
一
九
九
四
年
、
五
八
頁
。

（
11
） 

久
田
松
和
則
『
大
村
史　

琴
湖
の
月
日
』
一
九
八
九
年
、
国
書
刊
行
会
、
一
六
二
頁
。

（
12
） 
『
郷
村
記
』
に
よ
れ
ば
、
加
藤
清
正
は
大
村
池
田
の
本
経
寺
、
同
正
法
寺
、
福
重
村
妙
宣
寺
の
由
緒
に
関
わ
り
、
大
村
池
田
に
一
ヵ
所
、
彼

杵
村
に
一
ヵ
所
、
下
波
佐
見
村
に
一
ヵ
所
、
下
岳
村
に
一
ヵ
所
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
祀
さ
れ
る
。

（
13
） 

拙
著
『
民
俗
神
や
民
族
神
と
の
関
係
分
析
を
通
し
た
近
世
武
家
権
力
神
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
平
成
一
三
～
一
六
年
度
科
学
研
究
費
研

究
成
果
報
告
書
、
二
○
○
五
年
。

（
14
） 

加
藤
清
正
祭
祀
に
つ
い
て
は
福
西
大
輔
『
加
藤
清
正
公
信
仰
―
人
を
神
に
祀
る
習
俗
―
』
岩
田
書
院
、
二
○
一
二
年
参
照
。

（
15
） 

「
見
聞
集
」
一
二
、「
私
領
・
公
領
ニ
き
も
い
り
ニ
よ
ら
す
可
申
渡
事
」・『
大
村
見
聞
集
』
一
四
九
頁
。

（
16
） 

「
見
聞
集
」
一
二
、「
此
中
数
度
申
触
候
得
共
い
よ
〳
〵
為
慥
之
申
渡
候
条
々
」（
寛
永
二
年
卯
月
二
六
日
）。「
見
聞
集
」
一
二
、
寛
永
五
年

七
月
二
四
日
「
大
村
領
分
村
々
江
申
渡
条
々
」。『
大
村
見
聞
集
』
一
四
九
～
五
○
頁
。

（
17
） 

「
見
聞
集
」
一
二
、「
諸
村
庄
屋
共
誓
詞
之
事
」・『
大
村
見
聞
集
』
一
六
○
～
七
頁
。

（
18
） 

「
見
聞
集
」
四
三
、
酉
二
月
十
日
「
覚
」（
寛
文
以
降
。
家
老
よ
り
村
々
横
目
宛
）・『
大
村
見
聞
集
』
七
○
八
頁
。

（
19
） 

年
不
詳
（
宝
暦
三
年
か
ら
同
九
年
）「
要
録
」（「
岩
永
充
三
氏
文
書
」
長
崎
県
西
海
市
）。

（
20
） 

「
見
聞
集
」
三
九
、
明
暦
四
年
八
月
一
二
日
「
村
々
横
目
江
云
渡
之
覚
」・『
大
村
見
聞
集
』
六
四
八
頁
。

（
21
） 

「
見
聞
集
」
三
九
、
明
暦
四
年
八
月
一
二
日
「
村
々
江
云
渡
覚
書
」・『
大
村
見
聞
集
』
六
四
七
頁
。

（
22
） 

「
見
聞
集
」
四
二
、
万
治
二
年
五
月
一
三
日
「
覚
」（
純
長
公
御
書
）・『
大
村
見
聞
集
』
六
九
七
頁
。

（
23
） 

前
掲
註
（
18
）
史
料
・『
大
村
見
聞
集
』
七
○
八
頁
。

（
24
） 

「
九
葉
実
録
」
巻
三
、
延
宝
五
年
二
月
一
二
日
「
覚
」・『
九
葉
実
録
』
第
一
冊
、
五
八
頁
。

（
25
） 

「
見
聞
集
」
四
三
、「
村
々
横
目
心
得
之
事
」
九
月
二
二
日
・『
大
村
見
聞
集
』
七
○
七
頁
。

（
26
） 

文
化
一
一
年
三
月
「
郡
方
江
相
達
候
書
付
」（「
大
村
家
史
料
」
Ｏ
、
二
〇
四
、
一
四
）。

（
27
） 

拙
稿
「
近
世
の
武
士
と
知
行
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
五
七
、
二
○
一
四
年
。

（
28
） 

藤
野
前
掲
「
大
村
藩
」
一
八
～
二
三
頁
、
二
九
～
四
八
頁
、
六
三
～
七
頁
。

（
29
） 

藤
野
前
掲
「
大
村
藩
」
一
四
三
頁
。
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（
30
） 

「
新
撰
士
系
録
」
巻
三
。「
大
村
家
史
料
」（
大
村
市
立
史
料
館
蔵
）。

（
31
） 

「
新
撰
士
系
録
」
巻
四
。

（
32
） 
「
見
聞
集
」
三
二
、
寛
文
四
年
七
月
朔
日
「
口
上
之
覚
」・『
大
村
見
聞
集
』
五
一
七
頁
。

（
33
） 
「
九
葉
実
録
」
巻
三
、
天
和
二
年
二
月
三
日
「
令
」・『
九
葉
実
録
』
第
一
冊
、
七
四
頁
。

（
34
） 

「
九
葉
実
録
」
一
七
、
宝
暦
九
年
六
月
一
二
日
「
牛
馬
ニ
而
薪
取
定
日
」・『
九
葉
実
録
』
第
二
冊
、
一
四
八
頁
。

（
35
） 

寛
政
元
年
一
二
月
「
四
民
江
之
御
教
諭
」・『
長
崎
県
史　

史
料
編
』
第
二
、
八
二
頁
。

（
36
） 

寛
政
元
年
一
二
月
「
工
匠
え
の
御
示
」、『
九
葉
実
録
』
第
五
冊
、
二
八
一
頁
。

（
37
） 

「
天
保
十
二
年
十
二
月
改　

犯
科
帳
」（「
大
村
家
文
書
」
Ｏ
、
二
〇
三
、
四
）。

（
38
） 

筆
者
は
こ
れ
ら
を
典
拠
に
、
農
林
産
物
、
海
産
水
産
物
、
畜
産
物
、
鉱
産
物
に
分
類
、
そ
の
上
で
食
用
・
薬
用
か
加
工
品
（
加
工
用
品
）
か

の
用
途
を
付
記
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
売
出
品
を
示
し
た
表
（「
大
村
藩
に
お
け
る
生
産
物
及
売
出
物
」）
を
、
大
村
市
史
編
さ
ん
委
員
会

編
『
新
編
大
村
市
史
』
第
三
巻
・
近
世
編
、
大
村
市
、
二
○
一
五
年
に
掲
載
（
第
一
章
第
四
節
）
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
39
） 

大
村
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
村
市
史
』
上
巻
、
大
村
市
役
所
、
一
九
六
二
年
、
三
七
五
頁
。

（
40
） 

浅
川
滋
男
「
東
ア
ジ
ア
漂
海
民
と
家
船
居
住
」『
鳥
取
環
境
大
学
紀
要
』
創
刊
号
、
二
○
○
三
年
。

（
41
） 

吉
田
敬
市
「
日
本
に
於
け
る
家
舟
的
聚
落
の
調
査
」（
谷
川
健
一
編
『
漂
海
民
―
家
船
と
糸
満
―
』
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
第
三
巻
、

一
九
九
二
年
）。

（
42
） 

「
家
船
之
由
来
」「
家
船
由
緒
書
」。「
大
村
家
史
料
」（
大
村
市
立
史
料
館
蔵
）
所
収
。

（
43
） 

久
田
松
前
掲
書
、
一
九
三
～
四
頁
。

（
44
） 

羽
原
又
吉
『
漂
海
民
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
三
年
、
一
四
八
頁
。

（
45
） 

安
野
眞
幸
「
長
崎
開
港
史　

家
船
の
陸
上
が
り
の
視
点
か
ら
」『
弘
前
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
研
究
紀
要
』
二
八
、
一
九
九
八
年
、
一
○
頁
。

（
46
） 

深
潟
久
「
家
船
の
人
々
」（
谷
川
健
一
責
任
編
集
前
掲
『
漂
海
民
』）
三
八
六
頁
。

（
47
） 

「
見
聞
集
」
四
一
、「
楠
本
七
郎
左
衛
門
廻
村
書
上
之
事
」・『
大
村
見
聞
集
』
六
八
三
～
四
頁
。

（
48
） 

「
広
田
家
文
書
」（
喜
々
津
健
寿
『
大
村
藩
の
産
業
経
済
史
』〈
肥
前
歴
史
叢
書　

五
〉
芸
文
堂
、
一
九
八
○
年
、
二
一
九
～
二
二
一
頁
）。

（
49
） 

有
薗
正
一
郎
「
九
州
大
村
藩
領
の
村
人
の
日
常
食
」『
愛
大
史
学　

日
本
史
・
ア
ジ
ア
史
・
地
理
学
』
一
三
、
二
○
○
四
年
。
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（
50
） 

宮
本
常
一
『
食
事
生
活
雑
考
』
宮
本
常
一
著
作
集　

二
四
、
一
九
七
七
年
。

（
51
） 

以
上
、
有
薗
前
掲
「
九
州
大
村
藩
領
の
村
人
の
日
常
食
」。

（
52
） 
天
保
四
年
「
序
」
が
あ
る
『
都
鄙
安
逸
伝
』（
吉
井
始
子
編
『
江
戸
時
代
料
理
本
集
成
』〈
翻
刻
〉
第
七
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
○
年
）
三

一
九
頁
。

（
53
） 

宮
崎
安
貞
編
録
『
農
業
全
書
』（
岩
波
文
庫
）、
岩
波
書
店
、
二
○
○
三
年
（
第
九
刷
）、
二
○
二
頁
。
原
書
は
元
禄
九
年
刊
。

（
54
） 

松
井
保
男
「
享
保
の
大
飢
饉
と
大
村
藩
」『
大
村
史
談
』
四
九
、
一
九
九
八
年
。

（
55
） 

西
川
如
見
著
『
町
人
嚢
・
百
姓
嚢　

長
崎
夜
話
草
』（
岩
波
文
庫
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
（
第
四
刷
）。

（
56
） 

（
57
）
喜
々
津
健
寿
「
大
村
藩
の
漁
村　

内
海
の
部
」『
大
村
史
談
』
一
二
、
一
九
七
七
年
。

（
58
） 

有
薗
前
掲
論
文
「
第
11
図　

大
村
藩
領
に
お
け
る
村
人
の
日
常
食
の
変
遷
模
式
図
」
参
照
。

（
59
） 

寛
政
元
年
一
二
月
「
商
人
江
之
御
示
」・『
長
崎
県
史　

史
料
編
』
第
二
、
九
九
頁
。

（
60
） 

喜
々
津
前
掲
『
大
村
藩
の
産
業
経
済
史
』
二
一
六
～
七
頁
。

（
61
） 

喜
々
津
前
掲
書
、
二
一
三
頁
。

（
62
） 

「
見
聞
集
」
四
三
、
寛
文
四
年
四
月
一
二
日
「
覚
」・『
大
村
見
聞
集
』
七
○
五
頁
。

（
63
） 

「
見
聞
集
」
四
一
、「
村
横
目
月
書
上
之
事
」・『
大
村
見
聞
集
』
六
七
八
～
九
頁
。

（
64
） 

午
二
月
八
日
「
仰
渡
」。「
諸
事
要
集
素
書　

一
」（「
大
村
家
史
料
」
Ｏ
、
二
〇
四
、
二
九
）
所
収
。

（
65
） 

久
田
松
前
掲
書
、
一
八
三
～
四
頁
。

（
66
） 

拙
稿
「
大
名
と
藩
」（
大
津
透
他
編
『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
○
一
四
年
）。

追
記

本
稿
は
大
村
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
編
大
村
市
史
』
第
三
巻
・
近
世
編
、
二
○
一
五
年
の
た
め
に
執
筆
し
た
が
、
作
表
も
含
め
削
減
掲
載

と
な
っ
た
の
で
、
筆
者
の
「
藩
領
社
会
」
論
の
立
場
か
ら
、
改
め
て
削
減
分
を
組
み
入
れ
再
構
成
し
た
。
筆
者
の
研
究
の
出
発
点
は
大
村
藩
に
あ

り
、
長
年
に
わ
た
り
ご
指
導
い
た
だ
い
た
藤
野
保
先
生
に
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
編
さ
ん
室
の
皆
様
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。


